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報告第2号

枚方市土地開発公社の経営状況（令和4年度事業計画）について

次のとおり令和4年度枚方市土地開発公社の経営状況を説明する書類を作成したので、地方自治法（昭和2

2年法律第67号）第 24 3条の 3第2項の規定により議会に提出する。

令和4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚方市長伏見 隆

- 1 -



令和4年度枚方市土地開発公社事業計画

令和4年度枚方市土地開発公社事業計画を次のとおり定める。

1.公有用地取得計画

事業件数

取得面積

事業費

2.公有用地処分計画

事業件数 -1 

記
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6件

19,383.16 rrf 

2,579,296千円

3件

6,003.31 rrf 

777,000千円



（参考資料）

1.公有用地取得計画内訳

事業用地全一一一一L 主置
(1）道路施設用地

1枚方藤阪線用地 日吉 ｜ 

牧野長尾線用地 ｜長尾台1丁目、長尾宮前2丁目 ｜ 

3.中振交野線用地 暗中振1丁目

l杉北町1丁目、杉責谷1丁目

5.長尾杉線（長尾工区）用地 ド長尾東町1丁目、長尾東町3丁目

言十

l 取得面積（ぱ）

言十

一三三三三士一~一一1
計

ト云L二~一一ー一一一一J大字尊延寺 i 

118.45 

1,158.85 

259.96 

5,282.41 

4,867.49 

11,687.16 
十

(2）公園施設用地

(3）下水道施設用地

(4）その他施設用地

1.東部清掃工場用地

A 
ロ 計 一一円…

2.公有用地処分計画内訳

事業用地名

(1）＿道路施設用地

1.牧野長尾線用地

2.中振交野線用地

3.長尾杉線（杉・長尾工区）用地

位置 （地区） 処分面積（ぱ）

長尾東町1丁目、長尾東町2丁目

南中振1丁目

杉北町1丁目、杉責谷1丁目、長尾東町1丁目、
｜長尾東町3丁目

計
L 
計

1,209. 77 

93.21 

4,700.33 

6,003.31 

(4）その他施設用地

計

(2）公園施設用地

(3）下水道施設用地

計

合計 6,003.31 
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令和4年度枚方市土地開発公社予算

（総員り）

第 1条令和4年度枚方市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

第 1款 事業収益

軍扇面白益 十 一
（単生：千円）

777,000 

第 2款 事業外収益 18 

息利
一
益

取
一
収

受
一
雑

項
一
項

一
恥
一
知

収入合計

17 

支出

第 l款 事業原価 ｜ 

第 l項公有地取得事業原価 i 

777,018 

（単位：千円）

770,085 

770,085 

第 2款 販売費及び一般管理費

第 l項販売費及び一般管理費

第 3款 事業外費用 l 

3,221 

3,221 

82 

82 

500 

500 

773,888 

第 4款予備費 ｜ 

J型］里子信号 イ~二二 -r 
支出合計

（資本的収入及び支出）

第 3条資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額770,085千円は、当年度損益勘定留保資金で補てんするものとする。）

収入 （単位：千円）

第 1款 資本的収入

支出

第1款 資本的支出

｜第 l項公有地取得事業費

｜第 2項支払利息

｜第 3項固定資産取得費

｜第 4項借入金償還金

｜第 5項予備費
支出合計

6,959,986 

6,959,986 

（単位：千円）

7,730,071 

2,579,296 

第 1項 借 入 金

収入合計

48,775 

I s,100,000 

--r 刀両九
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（予算の繰越）

第 4条資本的収入のうち次に掲げる支出に充てるための借入金の借入れについては、

翌年度に繰り越して借入れすることができる。

(1）公有地取得事業費の繰越に係る支出

(2）翌年度に支出を要する未払金に係る支出

2資本的支出のうち公有地取得事業費については、翌年度に繰り越して使用することがで

きる。

（借入限度額）

第 5条借入金の借入限度額は、 7,057,749千円と定める。

- 5 -



令和4年度枚方市土地開発公社予算説明書

（収益的収入及び支出）

収入

(2) 事業外収益

1 受取利息

2 .雑収益

支出

409,000: 
－一一一一一一一一一一一－＋

409,000 

款項
目 1 ナ度 ；一前年度

l ＿＿！＿＿竺~8空I 3~5,063 (1) 事業原価

1 .公有地取得事業原価 i no,os5 ! 405,063 

1 .人件費 1,652 1,617 

- 6 -

比較

368,000 

368,000 

比較

立

5 



節
説明

牧野長尾線用地外2事業用地 777,000 

（内訳） 元金 691,611 

公有用地売却収益 777,000 利息、 78,474 

土地取得手数料 6,915 

止
1 

111雑収益 17 

（単位：千円）

（単位．千円）

節

金額
説明

区分

」一一一

j公有用地売却原価

牧野長尾線用地外2事業用地

（内訳） 元金

利息

770,085 

691,611 

78,474 
770,085 

l報酬

給料

l顧問報酬
1.5161 ー

’ ｜短時間勤務職員報酬

01職員給料
扶養手当

地域手当

通勤手当

1191管理職手当

l時間外勤務手当

！期末手当

勤勉手当

住居手当

健康保険負担金

共済組合負担金

17 I厚生年金保険負担金

雇用保険負担金

労災保険負担金

372 

1,144 

手当

O
一
0

0

0

0

9

ハ
U

0

0

0

0

0

2

に

U

4
E
A

噌
E

－

4
E
I
 

法定福利費
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款項 ！ 日 I 本年度 ｜ 前年度 較レ
u

l
F
 

2 .経費 I 1,569, 1,570 •1 

(3) 事業外費用

1 .支払利息、

」一」

」 8~ =~11 ___ Q 
1 支払利息 引

(4) 予備費 ｜ 引

1 予備費－ 「 ｜ 引
[__2_-_!時号－ j__ 500' 叫 一一一割

支出合計 ｜ 引 ~hr:; nワ(iI 
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（単位：千円）

節

金額
説明

官用弁償 38 

！旅費 I s4普通旅費 11 

! I ！市内実費旅費 5 

1撒雪 - ~1 10交際費 -10 
｜ ｜ 片消耗品費 136 

1需用費 I 236；消耗備品費 50 

：修繕費 50 

！通信運搬費 92 

1021損害保険料 5 

！手数料 5 

1堕ヒ各種杢空空－－ 1巳6
！使用料・賃借料 I 2391各種賃借料 239 

負担金補助及てj坦竺上 ··~··· }O空塑型金 一 ___10
公租公課 I 20公租公課 20 

減価償却費 I 722無形固定資産減価償却費 722 

! 十一_J__ …一一一 一
I
L－
－

＋

ー

l
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（資本的収入及び支出）
収入

款項 目

匝E重唾昭二二二二二 二二一
1 .借入金

支出

款項

(1) 資本的支出

i 1 .借入金

収入合計

目

本年度

6,~59,986 
6,959,986 
6,959,986 

L些斗些主

本年度

前年度 比較

7,469,6961 企 509,710

Ll6日＿，~堕L 全 g_Q_9之1旦
7,4691§~＿§1 企 5Q9,I10
71469,696［企 509,710

前年度 比較

7, 730,071 I 7 ,878,6-96 I 企 148,625｜ 

1 .公有地取得事業費 号＿，579,2961 2,477,2961 102,000: 

1 .公有用地取得費 2山判 2訂 7,2 川∞

2 .支払利息、 ! 48, 775 '. 49,4吋 企悶

1 .支払利息 48, 775 49,400; d‘625 
3 固定資産取f専貢一 l O O! 0 

← 1二旦定資産取得費 0 _J目 立
4.借入金償還金 I . 5,100,000, 5,350,0001 企 250,000

円借入金償還亙 丁 s,100,000 5,350,000 I 企 250,000
5 .予備費 I ! 2,0CO ! 2,000 I O 

I 1 .予備費 j 2,0C川 2,0001 0 
支出合計 I 7:730.011 I 7,878,6961 企 148,625
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（単位：千円）

説明

堕塑引借入金 ι95 

（単位：千円）

区分 金額
説明

節

'- 一一一斗一 一
予備費 2,000：予備費 2,00Q 



令和4年度枚方市土地開発公社予定貸借対照表（当年度分）

（令和5年3月31日現在）

単位：千円

資産の部

1 流動資産

(1）現金及び預金 794,405 

(2）公有用地 6,861,544 

流動資産合計 7,655,949 

2 固定資産

(1）有形固定資産 100 

(2）無形固定資産 2,166 

(3）投資その他の資産 L盟2
固定資産合計 L笠皇

資産合計 7,663,215 

負債の部

1 流動負債

(1）未払費用 130 

(2）預り金 7 

(3）前受収益 1 

(4）短期借入金 6,871,445 

流動負債合計 6,871,583 

2 固定負債

(1)長期借入金 606,304 

固定負債合計 606,304 

負債合計 7,477,887 

資 本 の 部

資本金

(1)基本財産 ι型企
資本金合計 5,000 

2 準備金

(1）前期繰越準備金 177,948 

(2）当期純利益 L益企

準備金合計 180,328 

資本合計 185,328 

負債資本合計 7,663,215 

。，μ



1 

2 

3 

4 

令和3年度枚方市土地開発公社予定損益計算書（前年度分）

事業収益

(1)公有地取得事業収益

事業原価

(1）公有地取得事業原価

事業総利益

販売費及び一般管理費

事業利益

事業外収益

(1）受取利息

(2）雑収益

経常利益

当期純利益

-13 -

（令和3年4月1日から令和4月3月31日まで）

単位：千円

6 

749,894 

立与笠2

7,071 

み区2

4,399 

7 

生担皇

主盆昼



令和3年度枚方市土地開発公社予定貸借対照表（前年度分）

（令和4年3月31日現在）

単位：千円

資産 の 部

1 流動資産

(1）現金及び預金 791,402 

(2）公有用地 5,001,558 

流動資産合計 5,792,960 

2 固定資産

(1）有形固定資産

ア工具、器具及び備品 。
減価償却累計額 。 。

有形固定資産計 。
(2）無形固定資産

アその他の無形固定資産 L盟主

無形固定資産計 2,886 

(2）投資その他の資産

ア長期定期預金 L盟2
投資その他の資産計 生盟皇

固定資産合計 L鐙主

資産合計 5,800,846 

負債 の 部

1 流動負債

(1）未払金 67,763 

(2）未払費用 127 

(3）預り金 7 

(4）前受収益 1 

(5）短期借入金 5,100,000 

流動負債合計 5,167,898 

2 固定負債

(1）長期借入金 450,000 

固定負債合計 450,000 

負債合計 5,617,898 

資本の部

1 資本金

(1）基本財産 生型企

資本金合計 5,000 

2 準備金

(1）前期繰越準備金 173,542 

(2）当期純利益 生担皇

準備金合計 177,948 

資本合計 182,948 

負債資本合計 5,800,846 
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令和4年度枚方市土地開発公社資金計画

令和4年度枚方市土地開発公社資金計画を次のとおり定める。

記

令和4年度枚方市土地開発公社資金計画

区分 ！ 当年度予定額

（単位：千円）

備考

受入資金

公有地取得事業収益

受取利息

777,000 

雑収益

l借入金

i預り金 ! 7 : 
｝；  

i 前年度繰越金 1 791,402 ¥ 

計「~，6-26,176-i
支払資金

！公有地取得事業費 J 竺！？ベ市型空繰越J戸空
｜支払利息 I 48,857 

1型的得費一 [~ 
｛青空全信里会 ト－竺坐叩o
販売費及び一般管理費｜ 3,221 1 次年度支払分及び現金を伴わない支出を除く

j 牛度未払金等 __ _J . . 67,890 l堕坦坦些及び未払費用

~＇！＿！~預り金 I ___iJ 
｜予備費充当による支出LJ 2,soo I 

言十 I 78317711 

差引 I 794,4os , 

17 ＇前年度前受収益を除く

7,057, 749 i借入限度額

民

υ



報告第3号

公益財団法人枚方市スポーツ協会の経営状況（令和4年度事業計画）について

次のとおり令和4年度公益財団法人枚方市スポーツ協会の経営状況を説明する書類を作成したので、地方自

治法（昭和 22年法律第67号）第 24 3条の 3第 2項の規定により議会に提出する。

令不114年（ 2 0 2 2年） 6月 lO日提出

枚b市長伏見隆
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令和4年度公益財団法人枚方市スポーツ協会事業計画

令和4年度の公益財団法人枚方市スポーツ協会の事業計画は、次に定めるところによる。

公益目的事業

《市民スポーツ普及群発事業》

スポーツ大会、スポーツ啓発事業、スポーツ施設の管理運営・活用を相互に効果的に行うこと

で、 lif民の体力向上とアマチュアスポーツの振興に貢献し、不特定かっ多数の市民の手iJ誌の増進

に寄与する事業。

1. スポーツ大会事業

(1)総合体育大会等開催事業

春季・秋季総合体育大会の開催、北河内・大阪府総合体育大会への選手派遣等

(2）競技大会開催事業

第46凹「新春走ろうかし、」 ひらかたハーブマラソンー

（リアル大会とオンライン大会のハイブリッド型開催）

2 スポーツ啓発事業

(1）スポーツ教室事業（オンライン・ハイブリッド、対応含む）

①指定管理施設等での提案事業（幼児・子ども・ yj!J:・高齢者を対象としたスポーツ事業等）

②楽 10体操の普及活動等健康スポーツ事業

③健康医療都市ひらかたコンソーシアムとの連携事業

④障害者スポーツ体験教室

⑤ひらかた元気くらわんか体操普及啓発事業・活動支援事業・継続支援事業

⑤健活フェスタ（高齢者を対象に行う介護予防のための健度イベント）

⑦eスポーツ事業

⑧にぎわい創出事業［仮称］ひらかたスポーツ祭り

(2）スポーツサポーターズパンク事業（オンライン・ハイブリッド、対！よ；含む）

①スポーツリーダー養成講座

②健康運動指導士の更新単位認定講習会事業の開催・フォローアップ研修

③スポーツ指導者の派遣

④学校運動部川動左の連携（学校運動部活動の地域移行への取り組み）

(3）他団体との連携事業（障がし、者スポーツの推進・支援等合む）

トリプルバドミントン大会への協力・ふれあいマラソン大会・障害者スポーツ団体との

連携事業他

(4）スポーツ情報提供事業

スポーツ情報ポータルサイトの設置、 SN S・コーーチューブチャンネル等 Ic Tを活用し

た新コンテンツの運用、スポーツDVD ・図書の購入及び貸出、ホームページの充実写

(5）スポーツ振興特別事業（枚方市スポーツ協会加盟同体への支援等）

3. スポーツ施設活用事業

( 1）指定管理者としてのスポーツ施設管理運営事業（総合スポーツセンター、渚rff民体育館）の運

営及び件種スポーツ事業を実施

(2）枚方市内民間企業スポーツ施設開放事業（市内 3企業所有スポーツ施設・市内府立高等学

校等開放及び新規開拓）

4. その他の協力事業

(1）スポーツ応援事務（全国大会出場チーム等の応援）

(2）市民スポーツの普及啓発サポート（スポーツ情報収集及び情報提供等）

(3）トップアスリートとの市民交流（パナソニックパンサーズ・ FCティアモ枚方のホームゲ

ーム等の市民応援事業）
ウー



《総合型地域スポーツクラブの育成事業》

枚方市内の総合型地域スポーツクラブを運営・支援し、市民が気軽にスポーツを楽しむことが

できる環境を整備することで市民スポーツの振興に貢献する事業

1. 「ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブlの運営拡充

(1）主催事業の充実、指導者の指導力向上、地域に根ざした活動展開等

(2）学校運動部活動との連撹（学校運動部活動の地域移行への取り組み）

収益事業

《利用者の利便性向上事業》

施設の管理運営や総台型地域スポーツクラブを運営する中で、スポーツ消耗品やオリジナルグ

ッズを販売し市民が快適にスポーツを楽しめるよう様々なサービスを提供ーする事業

1. 物品販売による施設利用者の利便性向上事業（スポーツ関係消耗品の実費販売等）

2. オリジナルグッズの作成・販売事業

「ひらかたキングブイツシャーズスポーツクラブ」オリジナルグッズの販売

3. 加盟団体との協働事業（大会、講習会等での物品販売、スポンサーシップの獲得等）

4. 収益事業としてのスポーツ大会及びスポーツイベントの誘致や開催事業

その他の事業

《スポーツ施設の管理運営事業》

スポーツ施設を管理運営することで、公共スポーツ施設を通じた市民スポーツの振興を行うと

ともに、スポーツ大会やスポーツイベント、教室等を計画的かつ効率的に実施する事業

1 枚方市都市公園有料施設等管理運営業務（指定管理者の構成団体として運営及び各種スポー

ツ事業を実施）

(l)干一仁公園運動広場・テニスコート・バレーボーノレコート

(2）中の池公園運動広場

(3）香里ヶE中央公園運動広場

2. 枚方市野外活動センタ一事業運営業務

利用者対応・市主催事業への協力、利用者活動プログラムの指導・開発等

3. ひらかた東部スタジアム管理逼常業務
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令手口4年度 公益財団法人枚方市スポーツ協会収支予算

令和4年度公誌財同法人枚万市スポーツ協会の収支予算は、次に定めるところによる。

（収支予算）

第 1条収支予算の総額は、収入は 390, 224, 000［＇］、支出は 390, 214, 000 

円と定める。

2 収支予算の｜三分及び当該区分ごとの金額は、「収支予算書」によるU



収支予算書（増減計算方式）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位円）

科 目
4年度予算額 3年度予算額 増減

(A) (B) (A）ー（B)

I 一般正味財産増減の部 。 。
1.経常増減の部

(1)経常収益

公益百的事業市民スポーツ普及啓発事業 307 993 000 307,305,500 687,500 

スポーツ大会事業収益 18 250 000 18 000 000 250 000 

新春走ろうかい参加料等収益 14 000 000 14 000 000 。
市民オリンピック参加料等収益 250,000 。 250 000 

加盟団体事業参加料収益 1000000 4,000,000 企 3000 000 

総合体育大会参加料収益 3 000 000 。 3,000,000 

受取委託金 40,932,000 45,446,000 企 4514 000 

受取総合体育大会等事業運営費 35,145,000 35 831 000 A 686 000 

受取枚方市小学生陸上・駅伝大会等運営費 4,734,000 4,734,000 。
受取枚方ラグ、ビーカーニバル運営費 1,053,000 1 065 000 A 12,000 

受取東京2020大会コミュニティライブ、サイト事業運営費 。 3,816,000 』邑 3,816,000 

スポーツ啓発事業収益 12 650 000 12 650 000 。
スポーツ教室等参加料収益 10,000,000 10,000,000 。
スポーツサボーターズバンク事業参加料収益 650 000 650 000 。
健康スポーツ事業収益 2 000 000 2,000,000 。

受取補助金 34,984,000 33 265 000 1 719 000 

受取新春走ろうかい事業補助金 8 663 000 8 877 000 企 214,000

受取市民オリンピック事業補助金 1 614000 。 1,614,000 

受取健康スポーツ普及事業補助金 12,732,000 13 050 000 A 318,000 

受取スポーツサポーターズ、バンク事業補助金 5,778,000 5,479,000 299,000 

受取市民スポーツ応援サポート事業補助金 3,311,000 2,895,000 416,000 

受取地域・競技スポーツコンサルティング、事業補助金 2,886,000 2,964,000 企 78000 

受取委託金 5 835 000 3 318 500 2516500 

受取品齢者スポーツ事業運営費 1 319 000 1,318,500 500 

受取子ども夢基金事業運営費 4,016,000 。 4,016,000 

受取障がい者スポーツ事業運営費 500 000 2,000,000 A 1500000 

スポーツ施設管理運営収益 190,803,000 189 810 000 993 000 

渚市民体育館収益 71,573,000 70,865,000 708,000 

総合スポーツセンター収益 119,230,000 118,945,000 285,000 

受取委託金 4,226,000 4,503,000 A 277 000 

受取民間スポーツ施設等開放事業 4,226,000 4,503,000 A 277 000 

基本財産運用益 13,000 13β00 。
諸収益 30,000 30,000 。
受取負担金 270,000 270 000 。

受取体育協会加盟負担金 270,000 270,000 。
公益目的事業総合型地域スポーツクラブ育成事業 25,270,000 27,492,000 A 2,222,000 

総合型地域スポーツクフフ、育成事業収益 25,270,000 27,492,000 A 2 222 000 

収益事業利用者の利便性向上事業 7,052,000 7 402 000 A 350,000 

スポーツ施設管理運営収益 1,770,000 1,770,000 。
渚市民体育館収益 500,000 500,000 。
総合スポーツセンター収益 1,270,000 1,270,000 。

総合型地域スポーツクフフ、育成事業収益 1,832,000 1,832,000 。
スポーツ施設管理運営収益 3 300 000 3,650,000 A 350,000 

協会事業収益 150,000 150,000 。
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（単位田円）

科 目
4年度予算額 3年度予算額 増j成

(A) (B) (A）ー（日）

その他の事業スポーツ施設管理運営事業 49,839,000 159,973,682 .6.. 110134 682 

受取委託金 46,321,000 153,4 73,682 A 107,152,682 

受取都市公園有料施設管理運吉費 11,304,000 116,857,682 A 105 553 682 

受取野外活動センター事業運営責 26,378,000 28,089,000 A 1 711 000 

受取ひらかた東部スタジアム管理運営費 8,639,000 8,527,000 112曹000

その他事業収益 3,518,000 6 500 000 A 2 982 000 

法人会計 70,000 70,000 。
諸収益 70000 70 000 。
経常収益計 390,224,000 502,243, 182 ..._ 112,019,182 

(2）経常費用

公益目的事業市民スポーツ普及啓発事業 311 135 000 310 777759 357,241 

総合体育大会等運営費 38 071 000 42,639,000 A 4 568 000 

1.総合体育大会等職員費 24,308,000 25,038,000 企 730,000

2春秋総合体育大会事業費 3,049,000 3 031,000 18 000 

3北河内総合体育大会事業 833 000 833 000 。
4‘大阪府総合体育大会事業 909 000 909 000 。
5三島・北河内柔道大会事業 49,000 49,000 。
6北河内駅伝競走大会事業 121,000 121,000 。
7大阪府駅伝競走大会事業 190 000 190 000 。
8市長杯争奪軟式野球大会 210,000 210,000 。
9枚方市駅伝競走大会 210,000 210,000 。
租税公課 2,727,000 2 800 000 企 73000 

枚方市小学生陸上園駅伝大会 4 455 000 4,455,000 。
枚方ラク、ビーカーニバル大会 1,010,000 1,021,000 企 11,000

東尽2020大会コミュニティライフ、サイト事業 。 3,772,000 』‘ 3,772,000 

スポーツ大会等事業費 28,624,000 23,997,000 4,627,000 

新春走ろうかい事業費 23,783,000 23,997,000 企 214,000

市民オリンピック事業費 1,841,000 。 1,841,000 

総合体育大会種目別事業費 3 000 000 。 3 000 000 

スポーツ啓発事業費 41,796,000 40,343,000 1習453,000

協会事務費 3,577,000 3,597,000 企 20000 

スポーツ教室等事業費 3,530.000 6,530,000 A 3 000 000 

市民スポーツ応援サポート事業費 3,607,000 3,163,000 444,000 

地域・競技スポーツコンサルティング、事業費 3,019,000 3,097,000 A 78 000 

広報活動事業費 486,000 486,000 。
サボーターズバンク事業費 6 519 000 6,220,000 299,000 

活動補助事業費 540,000 670,000 企 130000 

委託事業費 4016000 。 4,016,000 

スポーツ振興特別事業費 1,625,000 1,625,000 。
健康スポーツ事業費 14,877,000 14 955 000 A 78 000 

高齢者スポーツ事業運営費 1318000 1,318,500 A 500 

障がい者スポーツ事業運営費 530,000 2,000,000 企 1,470,000

渚市民休育館管理運営費 70,163,000 69,471,000 692 000 

総合スポーツセンター管理運営費 117 082 000 116,802,500 279,500 

民間スポーツ施設開放事業費 4,062習000 4,259,000 企 197000 

一般管理費 9,489,000 9,947,759 A 458 759 
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（単位：円）

科 自
4年度予算額 3年度予算額 増減

(A) (B) (A）一（B)

公益目的事業総合型地域スポーツクラブ育成事業 25,602,000 27,824,000 企 2222 000 

総合型地域スポーツクラブ育成事業 25,602,000 27 824 000 ..&. 2 222 000 

収益事業利用者の利便性向上事業 6,016,000 6 768 863 企 752,863

収益事業費 6,016β00 6 768 863 ..&. 752,863 

｜収益事業費 5 800 000 6,553,000 ..&. 753 000 

｜協会事務費 216,000 215,863 137 

その他の事業スポーツ施設管理運営事業 47,275,000 156,658,349 ..&. 109,383,349 

都市公固有料施設等管理運営費 9,646,000 114,230, 182 企 104,584,182 

野外活動センター事業運営費 25,471,000 27217000 ..&. 1 746 000 

ひらかた東部スタジアム管理運営費 8,412,000 8 309 000 103 000 

その他施設事業費 1,618,000 3,754,667 企 2136 667 

一般管理費 2 128 000 3,147,500 ..&. 1 019 500 

法人会計 186,000 186,333 ..&. 333 

一般管理費 186β00 186 333 ..&. 333 

経常費用計 390,214,000,. 502,215,304 ...&. 112,001,304 

当期経常増誠観
.. 

10,000 27,878 ...&. 17.878 

2且経常外増減の部

(1）経常外収益

経常外収益計 。 。 。
(2）経常外費用

経常外費用計 。 。 。
当期経常外増減額 。 。 。
当期一般正昧財産増減額 10,000 27,878 企 17,878

一般正昧財産期首残高 46,113,779 46,085,901 27,878 

一般正昧財産期末残高 46,123,779 46 113 779 10,000 

E 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額 。 。 。
指定正味財産期首残品 2 000 000 2,000,000 。
指定正昧財産期末残高 2 000 000 2 000 000 。

E 正味財産期末残高 48,123,779 48,113,779 10,000 
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報告第 4~f 

令手口 3年度大阪府枚方市一般会計繰越明許費の繰越計算書について

次のとおり令和 3年度大阪府枚方市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので、地}j自治法施

行令（昭和 22年政令第 16号）第 l4 6条第 2項の規定により議会に報告する。

令和 4年（ 2 0 2 2年） 6月 lO日提出

枚方市長伏見 隆



令和3年度大阪府枚方市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額

( 1）総務管理費 庁舎施設改修工事 4, 000, 000 4,000,000 
2. 総務費

(3）戸籍住民基本台帳費 住民基本台帳事務経費 5, 198,000 4,488,000 

ひとり親等休業手当金 476,000 475, 200 

公的介護施設等整備事業 7, 119, 000 
(1）社会福祉費

社会福祉施設等施設整備費補助事業
3. 民生費

205, 110, 000 205, 110, 000 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業 251,987,000 251,987, 000 

公立保育所民営化事業 5,488,000 
(2）児童福祉費

子育て世帯への臨時特別給付事業 32, 687,000 32, 686, 220 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 139,820,000 133, 980, 131 

4. 衛生費 (1）保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 305, 648,000 288, 917, 107 

妊婦への臨時特別給付事業 4,823,000 1, 540, 000 

道路施設調査点検事業 32, 700,000 32, 664, 000 

牧野高槻線及び京都守口線整備事業 9,886,000 9, 885,400 

長尾杉線整備事業 4, 147,000 3,415, 000 

(2）道路橋梁費 主要道路リフレッシュ整備事業 272, 200,000 272,200,000 

橋梁修繕・補強事業 78, 000,000 78,000,000 

用地管理工事 2, 121,000 

有料自転車駐車場管理運営経費 7, 077,000 7, 077, 000 

空き家・空き地対策推進事業 40, 000,000 22, 000, 000 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画推進事業 7, 930,000 7, 930, 000 

7. 土木費
公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業 45, 000,000 45, 000, 000 

京阪本線連続立体交差事業 348, 367,000 66,416,093 

牧野長尾線整備事業 73,808,000 61, 808, 000 

中振交野線整備事業 37, 100, 000 30, 620, 000 

(4）都市計画費 御殿山小倉線整備事業 109,840, 000 105, 303,884 

長尾杉線整備事業 780, 192, 000 779, 736,271 

北山通線整備事業 104,890, 000 101,300,000 

市駅席辺再整備事業 5,000, 000 5,000,000 

枚方市駅周辺地区市街地再開発事業補助金 1, 888, 113, 000 1, 888, 113，。。。
枚方市駅前行政サービス再編事業 39,490, 000 39,490,000 

アスベスト台帳整備等委託料 176,455, 000 167,464,000 

(1）教育総務費 階段昇降車購入経費 10,208, 000 10, 164,000 

施設改善維持補修経費 449,500, 000 449, 500, 000 

(2）小学校費 トイレ改善事業 1, 059,000, 000 1, 059, 000, 000 

9. 教育費 児童・生徒等の健康管理事業 62, 550, 000 62, 550, 000 

施設改善維持補修経費 307,600, 000 307, 600, 000 

(3）中学校費 トイレ改善事業 816,000, 000 816, 000, 000 

児童・生徒等の健康管理事業 29, 250, 000 29,250,000 

i口b、 言十 7, 758, 780, 000 7, 380, 670, 306 
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左 の 財 源 内 訳

来 収 入 特 Pよ4とー， 財 源
既 収 入

一般財源
特定財源 国庫支出金 府支 出 金 地 方 債 そ の 他

4, 000, 000 

4,488, 000 

475,200 

136, 740,000 68, 370,000 

251,987,000 

31, 685, 380 1, 000,840 

133,980, 131 

288,917, 107 

l, 540, 000 

9, 100, 000 23, 564, 000 

9,885,400 

3, 415, 000 

106, 500, 000 106,400, 000 59, 300, 000 

16,600,000 13, 500, 000 47,900,000 

7,077,000 

22,000,000 

7,930, 000 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 

66,416,093 

7, 500, 000 6, 700,000 47, 608, 000 

2,465, 000 1,800,000 26, 355,000 

50, 920, 000 38, 500, 000 15, 883,884 

171, 250, 000 155,300,000 453, 186,271 

15,410, 000 12, 100,000 73, 790,000 

5, 000, 000 

990,012,000 808,200,000 89,901,000 

10, 650,000 28,840, 000 

167,464,000 

10, 164,000 

148, 266,000 296, 500, 000 4, 734,000 

269, 738, 000 513, 100, 000 276, 162,000 

31, 275, 000 31, 275,000 

83,465,000 166,800, 000 57,335,000 

210,337,000 400, 200,000 205,463,000 

14,625,000 14,625,000 

3, 168,374,618 76,301, 493 2,534, 100, 000 l, 601,894, 195 

（単位・円）

F
h
d
 





報告第 5号

令干n3年度大阪府枚方市水道事業会計予算の繰越計算書について

合和 3年度大阪府枚方市水道事業会計予算繰越計算書について、次のとおり報告を受けたので、

地方公営企業法（昭和 27年法律第 29 2号）第 26条第 3項の規定により議会に報告する。

令和 4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚方市長伏見 隆

ウー



令和 3年度大阪府枚方市水道

地方公営企業法第26条第 1項の

款 項 事業名 予算計上額
支払義務

翌年度繰越額
発生額

円 円 円

資本的支出 建設改良費 建設改 良事業 819,870,000 209, 114, 700 534,490,800 

n
D
 



事 業会計予算繰越計算 書

規定による建設改良費の繰越額

左 。コ 財 源 内 訳 翌年度繰越額
に係る繰越を

不 用 額 要するたな卸 説 明
損益勘定 資 産 σコ

企業債 工事負担金
留保資金

購入限度額

円 円 円 円 円

関係者との協議に期間
184,600,000 51, 181,000 298, 709,800 76, 264, 500 0を要したため及び受注

業者の履行遅延のため
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報告第 6号

令和 3年度大阪府枚方市水道事業会計継続費の繰越計算書について

令不口 3年度大阪府枚方市水道事業会計継続費繰越計算書について、次のとおり報告を受けたので、

地方公営企業法施行令（昭和 27年政令第 40 ＝~号）第 1 8条の 2第 1項の規定により議会に報

告する。

令和 4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚方市長伏見 隆
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令 和 3 年度大阪府枚方市水道

令和 3 年度継続費予算現額

款 項 事業名 継続費の総額

予 算計上額
前年度

計
逓次繰越額

円 円 円 円

配水支管
3, 098,000, 000 831, 000, 000 81, 697, 680 912,697,680 

更新事業

送配水管
2, 696, 600, 000 536, 500, 000 130,404, 223 666,904,223 

更生事業

資本的支出 建設改良費
送配水管

997, 000, 000 144, 000,000 21, 531, 294 165, 531,294 
更新事業

津田低区
百己 水 場 2, 599, 000, 000 981, 000,000 279, 254, 600 1, 260, 254, 600 
耐震化事業

都市計画道路
内里高野道線 455, 000, 000 137, 000,000 53, 887, 700 190,887, 700 
整備関連事業

。，μ



事業 会 計継続費繰越計算書

翌年度逓次繰越額に係る財源内訳
翌年度逓次繰越

支払義務発生
残 額

翌 年 度 額に係る繰越を
（見込） 額 逓次繰越額 要するたな卸資

ノ_i_E、 業 ｛責 工事負担金
損 益 勘 よ，－－＇－と→ 産の購入限度額
留 保 資 人-'lL.. 

円 円 円 円 円 円 円

866,842,273 45, 855,407 45, 855, 407 。 。 45,855,407 。

286,001, 300 380, 902,923 380, 902, 923 263,900,000 。117,002,923 。

140,886, 900 24, 644, 394 24,644, 394 。 。 24, 644, 394 。

881, 371, 000 378,883, 600 378,883, 600 172,400, 000 。206,483, 600 。

186,440, 100 4,447,600 4, 447,600 。 。 4,447, 600 。

q
d
 



-34 -



報告第 7号

令和 3年度大阪府枚方市病院事業会計予算の繰越計算書について

令和 3年度大阪府枚方市病院事業会計予算繰越計算書について、次のとおり報告を受けたので、

地方公営企業法（昭和 27 tf法律第 29 2号）第 26条第 3項の規定により議会に報告する。

令平日 41,下（ 2 0 2 2年） 6月 10「l提出

枚方市長伏見 ｜在
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令 和 3 年度大阪府枚方 市

地方公営企業法第26条第 2項

款 項 事 業名 予 算 計 上 額
支払義務

翌年度繰越額
発生額

円 円 円

病院事業費用 医 業 費 用
病院機能評価

2,838,000 2,838,000 2,838,000 
審査手数料
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病院事業会計予算繰 越 計 算 書

ただし書の規定による繰越額

左 σ〉 財 源 内 訳 翌年度繰越額に係

不用額
る繰越を要する

説 明
たな卸資産の

国府補助金 企業債
損益勘定
留保資金等

購入限度額

円 円 円 円 円

新型コロナウイルス感染症。 。2,838,000 。 0の影響により審査日程が延
期となったため
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報告第 8号

令和 3年度大阪府枚方市下水道事業会計予算の繰越計算書について

令和 3年度大阪府枚方市下水道事業会計予算繰越計算書について、次のとおり報告を受けたので、

地方公営企業法（昭和 27年法律第 29 2号）第 26条第 3項の規定により議会に報告する。

令不II4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 3 年度大阪府枚方市下水道

地方公営企業法第26条第 1項の

款 項 事 業 名 予算計上額
支払義務 翌年度
発生額 繰越額

円 円 円

整備事業費
汚水公共下水道

514,020,000 115, 299, 485 205, 709,000 
整備事業

資本的支出 建設改良事業費 雨水改良事業 345, 550,000 68,429,481 61,645, 300 

固定資産購入費
流域下水道

164,824, 000 74, 504,959 54, 211, 675 
建設負担金
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事業会計予算繰越計 算 書

規定による建設改良費の繰越額

左 の 財 源
翌年度繰越

内 訳 額に係る

不用額
繰越を要

説 明
するたな卸

国 府
企業債

他会計 工事 損 益 勘 定 資産の購入
補助金 負担金 負 担金 留保資金 限 度 額

円 円 円 円 円 円 円

関係者との

21,000,000 167, 300,000 。 。 17,409,000 193, 011, 515 。協議に期間
を要したた
め

関係者との

。 。 0 61, 645, 300 0 215, 475, 219 
。協議に期間
を要したた
め

関係機関の
。 54, 100,000 。 。 111,675 36, 107,366 0事業が未完

了のため
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報告第 9号ー

令和 3年度大阪府枚方市下水道事業会計継続費の繰越計算書にザついて

令和 3年度大阪府枚方市下水道事業主計継続費繰越計算書について、次のとおり報官を受けたの

で、地方公営企業法施わ令（昭和 27年政令第 40 3号）第 18条の 2第 1項の規定により議会

に干長1；二寸十る。

令和 4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚；与市長伏見 i溢
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令和 3 年度大阪府枚方市下水道

令和 3 年度継続費予算現額

款 項 事業名 継続費の総額
前年度

予算計上額 逓 次 計
繰越額

円 円 円 円

楠葉排水区

資本的支出 整備事業費
下水道浸水

4, 581, 000, 000 160, 000,000 803, 114, 231 963, 114, 231 
被害軽減
総合事業
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事業会計継続費繰 越 計 算 書

翌 年 度 逓 次 繰 越 額 に
翌年度

係 る 員オ 源 内 訳
逓次繰越

支払義務
額に係る

翌年度 繰越を要
発 生 残 額

逓次繰越額 する たな
（見込）額

企業債
国 府 他会計 卸資 産 の

補助金 負担金 購入
限度 額

円 円 円 円 円 円 円

756, 195, 200 206, 919, 031 206,919, 031 。 0 206,919,031 。
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報告第4号、第5号、第6号、第 7号、第8号、第9号参考資料

事 業 名 翌年度繰越額

報告第4号 庁舎施設改修工事 4,000,000 
令和 3年度大阪府枚方市一般会計繰
越明許費の繰越計算書について 住民基本台帳事務経費 4,488,000 

ひとり親等休業手当金 475,200 

公的介護施設等整備事業

社会福祉施設等施設整備費補助事業 205, 110, 000 

住民税非課税世帯等に対する海時特別給付金事業 251,987,000 

公立保育所民営化事業

子育て世帯への臨時特別給付事業 32,686,220 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 133, 980, 131 

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 288,917, 107 

妊婦への臨時特別給付事業 1, 540,000 

道路施設調査点検事業 32, 664,000 

牧野高槻線及び京都守口線整備事業 9,885,400 

長尾杉線整備事業 3,415,000 

主要道路リフレッシュ整備事業 272,200,000 

橋梁修繕・補強事業 78,000,000 

用地管理工事

有料自転車駐車場管理運営経費 7,077,000 

空き家・空き地対策推進事業 22,000,000 

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画推進事業 7,930,000 

公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業 45,000,000 

京阪本線連続立体交差事業 66,416,093 

牧野長尾線整備事業 61,808,000 

中振交野線整備事業 30,620,000 

御殿山小倉線整備事業 105,303,884 

長尾杉線整備事業 779, 736,271 

北山通線整備事業 101,300,000 

市駅周辺再整備事業 5,000,000 

枚方市駅周辺地区市街地再開発事業補助金 1, 888, 113, 000 

枚方市駅前行政サーピス再編事業 39,490,000 

アスベスト台帳整備等委託料 167,464,000 

階段昇降車購入経費 10, 164, 000 

施設改善維持補修経費 449, 500,000 

トイレ改善事業 1, 059, 000, 000 

児童・生徒等の健康管理事業 62, 550,000 

施設改善維持補修経費 307,600,000 

トイレ改善事業 816,000,000 

児童・生徒等の健康管理事業 29,250,000 
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（単位．円）

繰 越 理 自 事業完了 予定

資材の調達に期間を要したため。 4年 7月

国の令和3年度の補正に伴い、事業化を行ったため。 4年 12月

事業の完了に期間を要したため。 4年 5月

～～～～～』
入札不調により工期を変更したため。 4年 9月

国の令和3年度の補正に伴い、事業化を行ったため。 4年 11月

～～～～『』
事業の完了に期間を要したため。 4年 5月

新型コロナウイルスワクチン追加接種及び小児接種の開始に伴い、接種計画を見直したため。 5年 3月

新型コロナウイルスワクチン追加接種及び小児接種の開始に伴い、接種計爾を見直したため。 5年 3月

事業の完了に期間を要したため。 4年 4月

令和4年3月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 3月

関係者との協議に期間を要したため。 5年 3月

関係者との協議に期間を要したため。 5年 3月

令和4年3月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 3月

令和4年3月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 3月

～～～～」
資材の調達に期間を要したため。 4年 10月

制度利用者の工事に要する時聞が長期化したため。 5年 3月

新型コロナワイノレスの影響により関係者との協議に期間を要したため。 4年 6月

令和4年3月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 3月

関係者との協議に期間を要したため。 4年 12月

関係者との協議に期聞を要したため。 4年 9月

関係者との協議に期間を要したため。 4年 9月

関係者との協議及び事業の完了に期間を要したため。 4年 5月

令和3年12月に国の交付金事業の採択を受けたため、及び関係者との協議に期間を要したため。 4年 9月

関係者との協議に期間を要したため。 4年 5月

関係者との協議に期間を要したため。 4年 6月

事業の完了に期間を要したため。 5年 3月

事業の完了に期間を要したため。 4年 6月

令和3年12月に国の交付金事業の採択を受けたため。 4年 1 1月

新型コロナワイルスの影響等により生産及び納品に期間を要したため。 4年 8月

令和4年2月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 l月

令和4年2月に国の交付金事業の採択を受けたため。 4年 10月

令和4年3月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 3月

令和4年2月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 I月

令手口4年2月に国の交付金事業の採択を受けたため。 5年 1月

令和4年3月に国の交付金事業の採択を受けたためη 5年 3月
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事 業 名 翌年度繰 越額

報告第 5号
令和 3年度大阪府枚方市水道事業会 建設改良事業 534,490,800 
計予算の繰越計算書について

報告第6号 配水支管更新事業 45,855,407 
令和 3年度大阪府枚方市水道事業会
計継続費の繰越計算書について 送配水管更生事業 380,902,923 

送配水管更新事業 24,644,394 

津田低区配水場耐震化事業 378,883,600 

都市計画道路内里高野道線整備関連事業 4,447,600 

報告第7号
令和 3年度大阪府枚方市病院事業会 病院機能評価審査手数料 2,838,000 
計予算の繰越計算書について

報告第8号 汚水公共下水道整備事業 205, 709,000 
令和 3年度大阪府枚方市下水道事業
会計予算の繰越計算書について 雨水改良事業 61,645,300 

流域下水道建設負担金 54, 211, 675 

報告第 9号
令和 3年度大阪府枚方市下水道事業
会計継続費の繰越計算書について 楠葉排水区下水道浸水被害軽減総合事業 206,919,031 
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繰 越 理 由 事業完了予定

関係者との協議に期間を要したため及び受注業者の履行遅延のため。 4年 12月

継続費の逓次繰越分

継続費の逓次繰越分

継続費の逓次繰越分

継続費の逓次繰越分

継続費の逓次繰越分

新型コロナウイノレス感染症の影響により審査日程が延期となったため。 5年 3月

関係者との協議に期間を要したためロ 4年 8月

関係者との協議に期間を要したため。 4年 6月

関係機関の事業が未完了のため。 5年 3月

継続費の逓次繰越分
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報告第 10号

専決事項の報告について

次のとおり地方自治法（Bf]和 22年法律第 67号）第 18 0条第 1項の規定により専決処分をし

たので、同条第 2項の規定により議会に報告する。

令和 4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚方市長伏見 降

百己

1 .専決事項 和解案の受諾について（ 1件）
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専決第4号

和解案の受諾について

次のとおり和解案を受諾するにつき、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 18 0条

第 1項の規定により専決処分をする。

令和 4年（ 2 0 2 2年） 5月 13日専決

1. 当事者

2.和解案

枚方市長 伏見 隆

記

原告 枚方市在住者

被告 枚方市

代表者枚方市病院事業管理者官垣純一

( 1 ) 被告枚方市は、原告に対し、本件解決金として、 45 0万円の

支払義務があることを認める。

( 2 ) 被告枚方市は、原告に対し、前項の金員を、令和 4年 6月 30 

日限り、原告の指定する普通預金口座に振り込む方法で支払う。

振込手数料は被告枚方市の負担とする。

( 3 ) 原告は、被告枚方市に対するその余の請求を放棄する。

( 4 ) 原告及び被告枚方市は、本件に関し、将来発生する可能性のあ

る損害賠償請求権を含め、本和解条項に定めるもののほか、何ら

の債権債務のないことを相互に確認する。

( 5 ) 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 事件内容と経過 ( 1 ) 平成 30年 4月 28日に原告が咳・背部痛を主訴に市立ひらか

た病院（当院）救急外来を受診。救急担当医師が感冒薬を処方し、

改善しなければ後日呼吸器内科を受診するよう指示し帰宅とな

った。

( 2 ) 同年 5月 1日に原告が当院呼吸器内科を受診。 CT検査の結果、

急性肺炎との診断で緊急入院となり、 5月 7日に退院した。

( 3 ) 同年 11月 29日に原告が左肩甲骨の痛みにより当院救急外来

を受診。急性肺炎との診断で緊急入院となり、 12月4日に退院

した。

入院中、放射線科医師が同年 5月及び 11月の CT画像を比較

診断。左右の肺に多発小結節を認め、 5月から増大していること



も確認したことから、呼吸器内科医師が原告に対し、今後も症状

が続くなら気管支鏡検査で精査が必要と伝えた。

( 4) 同年 12月 20日に原告が呼吸器内科を受診。検査により結核

ではないことを説明。令和元年 6月 27日にCT検査を実施、 7

月 17日に気管支鏡検査のため入院し、 7月 18日に退院。気管

支鏡検査の結果、肺腺癌が認められたことから、 7月 25日に呼

吸器内科医師が原告に対し告知した。

( 5 ) 同年 8月 9日、原告及び原告の家族の希望により、大手前病院

へ紹介。以後当院への受診歴なし。

( 6 ) 令和 3年 3月 15日に原告から、平成 30年 5月の当院受診時

における肺腺癌の所見の見落とし及び 11月受診時に精密検査

を勧めなかったことのそれぞれが義務違反に当たり、その結果と

して肺腺癌がステージ 1からステージ 4まで進行したとして、大

阪地方裁判所に、被告を相手とする損害賠償請求〔請求額：損害

賠償額 1, 7 1 3万円及び遅延損害金〕が提起された。

( 7) 原告の主張に対し、平成 30年 5月に肺腺癌と診断しなかった

こと、及び同年 11月に肺腺癌の検査を行わなかったことについ

ては認める一方で、肺腺癌の告知の遅れによってステージが進行

したことについては否認。

( 8 ) 審理の結果、令和 4年 5月 13日に大阪地方裁判所から、本件

の解決金として、被告が原告に対し、 45 0万円の支払い義務が

あるとする和解案が提示された。

( 9 ) 和解に際しては、解決金の全額について、損害保険で補填でき

ることを確認したことから、地方自治法第 18 0条第 1項の規定

に基づき、令和 4年 5月 13日に市長専決処分を行い、同日に和

解を成立させることとしたものである。

。，μ



議案第 9号

令和 4年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第 3号）

令和 4年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第 3号）は、次に定めるとごろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,582, 748千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 156,581,948千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正Jによる。

（債務負担行為の補正）

第 2条 債務負担行為の変更は、 「第 2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3条 地方債の変更は、 「第 3表 地方債補正」による。

令和 4{f (2022年） 6月 10日提出

枚 }j市長 伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 ネ市 正 額 計

15. 国庫支出金 37, 687, 840 1,029,443 38, 717, 283 

(1）国庫負担金 27,403,620 545, 292 27, 948, 912 

(2）国庫補助金 10, 202, 693 484, 151 10, 686,844 

16. 府支出金

」I (2）府補助金

15,486, 088 16, 253, 310 

3,072, 014 3,838, 451 

(3）府委託金 3,624, 370 785 I 3, 625, 155 

19. 操 入 金 3,462, 778 762, 383 4, 225, 161 

(1）基金繰入金 3, 343, 723 762,383 4, 106, 106 

20. 諸 収 入 1, 820, 212 15, 000 1,835, 212 

(5）雑 入 1, 470,078 15, ooo I 1,485, 078 

21. 市 ｛責 12, 160, 100 8, 100 I 12, 168, 800 

(1）市 f責 12, 160, 100 8, 700 12, 168, 800 

歳 人 Z仁LJ 153, 999, 200 2,582, 748 156, 581, 948 

A
4
A
 



歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額｜補 正 額｜ 言十

2. 総務費 10, 787, 212 I A200 10, 787, 012 

(1）総務管理費 7, 569, 337 A4, 500 7, 564,837 

(3）戸籍住民基本台帳費 1,301,283 I 4, 300 I 1,305,583 

3. 民 生 費 76, 237, 542 620, 251 76,857, 793 

I (1）社会福祉費 33, 078, 974 571, 562 33, 650, 536 

(2）児童福祉費 29, 120, 523 48,689 29, 169, 212 

4. 衛生貸 15,859, 982 1,949, 307 17,809,289 

(1）保健衛生費 8,477,240 I 1,949,307 10, 426, 547 

9. 教育費 13,882, 938 13,390 13,896, :328 

(1）教育総務費 4, 075, 697 5, 785 I 4, 081,482 

(4）幼稚園費 520, os8 I 1, 240 I 621, 298 

(6）保健体育費 2,468, 955 6, 365 2,475, 320 

歳 ,H l口" 153, 999, 200 I 2, 582, 748 156,581, 918 
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第 2表債務負担行為補正

（単位：千円）

ネ市 正 前 ネ市 _IE 後

事 項

期 間 ｜投 度 額 期 間 ド艮 度 額

令和4年度から
358,540 私立保育所等施設整備補助金

令和 5年度まで

令和4年度から
261 庁舎等清掃委託

令和 5年度まで

令和4年度から
980 庁舎等周辺哲備委託

令和 5年度まで

｜＼ (8, 400, 000) ｜＼ (8, 400, 000) 
J仁1〉、 言十

11,417,885 11, 777,666 

（ ）書は、金融機関等に対する債務保証
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第 3表地方債補正

補 iE 白布

イ賞 、）＇忍E主 の 方
起 ｛責 の 目 的

限度額
起債の

利率 償還 据置
償還の方法方法 K分

期限 期間

政府資 半年賦及び年賦
普通貸

金又は
3 0年 1 0年

元利均等、半年
借又は 8%  

銀行そ 賦及び年賦元金私立保育所等施設整備事業
証券発 以内 以内 以内

均等又は満期一の他資u 
金 括償還

12, 160, 100 A 日十(::] 

（注） 借入れにコいては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直
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（単位：千円）

ネ南 正 後

法 償還の方法

限度額
起債の

利率 償還 据置
その他 方法 区分 償還の方法 その他

期限 期間l

市財政の都合に
政府資 半年賦及び年賦

市財政の都合に
より償還期限を 普通貸 より償還期限を
短縮し、若しく 借又は 8 %  

金又は
:3 0年 1 0年

元利均等、半年
短縮し、若しく

は繰上償還又は
8, 700 

証券発 以内
銀行そ

以内 以内
賦及び年賦元金

は繰上償還又は
低利に借換えす 行

の他資 均等又は満期一
低利に借換えす

ることができる
金 括償還

ることができる

＼＼＼  12, 168, 800 

しを行った後においては、当該見直し後の利率。
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凡例

歳出の概要説明欄のうち、事務経費等の内訳については下記のとおり略している。

割反 i賞 費－－報 h官 費 … … 旅 交際費……交 消耗品費……消

燃 ド↓ 費－－－－燃 食 、極 費 … … 食 印刷製本費 υ ・・印 光熱ノド費・..・..光

修 繕 料 …ー修 鮪材料費・…一賄 飼料費・・・飼 医薬材料費・－一医

通信運燃費 －－通 広 左仁七l 料一…広 手数料－手 筆耕翻訳料一一筆

火災保険料、自動車損言保険料、その他保険料 …・・保

委 託 料 －一委 使用料及び賃借料 ……使 工事請負費 ……工 原材料費一…原

備品購入費 －－備 負 担 金…ー負 補助金…一補 f犬 助 fl .. ・ ・・1夫

日吉 償 金 一一賠 償 主豆 金……償 還付加算金，ー…還加 主豆 付 金－－－還

投資及び出資金 ・ー・・投 公課費一…公
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蔵入
歳入歳出補正予算事項見lj 明細書

先E手lずJ 

款 項 円 補正前の額 補正額 計
区 分 額

（款）

15.国庫支出金 1,029,443 38, 717,283 

（項）

(1）国庫負担金 545, 292 27,948,912 

3衛生費国庫負担金 545, 292 1, 704,093 1. 衛生費負担金 545,292 

（項）

(2）国庫補助金 484, 151 10, 686,844 

2.民生費国庫補助金 12, 845 5, 302,973 1. 児童福祉費補助 12,845 
金

3.衛生費国庫補助金 1, 360, 640 1,831,946 1. 衛生費補助金 471,306 

（款）

16.府支出金 767, 222 

（項）

(2）府補助金 3, 072,014 766,437 3,838,451 

2.民生費府補助金 2, 685, 551 161, 622 2,847,173 2. 老人福祉費補助 161,622 
f斗、ム

3.衛生費府補助金 267, 600 601,815 872,415 ］ 衛生費補助金 604,815 

（項）

(3）府委託金 785 3, 625, 155 

5.教育費委託金 785 785 1. 教育費委託金 785 

（款）

3, 462, 778 I 19.繰 入金 4,225, 161 

（項）

(1）基金繰入金 4, 106, 106 

。，μ



（単位：千円）

五回 節
概 要 日見 明

区 分 ！金 在R

2. 感染症発生動向調 147,661 1. 感染症発生動向調査事業負担金 147, 661 
査事業負担金

2. 新型コロナウイルスワ、クチン接種対策費国庫負担金 397, 631 

8. 新型コロナウイル 397,631 
スワクチン接種対
策費国庫負担金

10. 保豆〈乙育所等繋術交付｜｜ ｜ 

12,845 1. 保育所等整備交付金 12, 845 

18. 新型コロナウイル 471,306 1. 新塑コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 471,306 
スワクチン接補種体
制確保事業助金

3. 大阪府地域医療介 139, 817 1. 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金 139,817 
護総補合確保基金事
業助金 2. 高齢者施設等施設内療養体制確保守業費補助金 21,805 

145. 高炉開施設 l 21, 805 
内養体制確保事
業費補助金

20. 新型コロナウイル 579, 100 1. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 579, 100 
ス感染症緊急包括
支援交付金 2. 安心こども基金特定不柱治療支援事業補助金 25, 715 

21. 安心こども基金特 25, 715 
定不妊治療支援事
業補助金

22. 学力向上のための 785 1. 学力向上のための基盤づくりに関する調査研究事業委託金 785 
基盤づくりに関す
る調査研究事業委
託金



款 工百

1.基金繰入金

（款）

20.諾収入

（項）

(5）雑 入

1.雑 入

（款）

21.市 ｛責

（項）

(1）市 ｛責

2民生債

歳 入 h、
｛寸

日 補正前の額

3, 34:3, 723 

1,470, 078 

1,470, 078 

12, 160, 100 

12, 1so, 100 I 

89, 300 

153, 999, 200 I 

節
補 lE 額 言十

区 分 イiモ 額

762,383 4, 106, 106 1. 基金繰入金 762, 383 

15,000 

15,000 1,485, 078 

15,000 1,485, 078 1. 雑 入 15,000 

8, 700 12, 168,800 

8, 700 12, 168, 800 I 

8, 700 98, 000 1. 民生債 8, 700 
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（単位：千円）

キ田 1!11 
概 要 説 明

区 分 ｜金 額

19. 財金政嗣幣某金紳入｜ 762,383 1. 財政調整基金繰入金 762, 383 

76. 自治総合センター 15, 000 1. 自治総合センター助成金 15, 000 
助成金

1. 民生 債 8, 700 1. 民生債 8, 700 

(1）私立保育所等施設整備事業 8, 700 
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歳出

補正額の財源什訳

款 I員 目 補正前の額 補正額 言十 特 定 員十 源
一般財源

｜ 国府支出金 地 方 債 そ び） 他｜

（款）

2.総務費 10, 787, 212 10, 787, 012 .A.15, 200 

（項）

( 1）総務管理費 7,564,837 15, 000 .A.19, 500 

4.白治推進費 146, 621 企4,500 142, 121 15, 000 .A.19,500 

（項）

(3）帳戸籍費住民基本台 1, 301, 283 4, 300 1,305, 583 4, 300 

1.戸帳籍費住民基本台 1, 296, 023 4, 300 1,300, 323 4, 300 

（款）

3.民生費 620, 251 174,467 8, 700 437, 084 

（項）

(1）社会福祉費 571,562 I :n, 650, 536 161,622 409,940 

1.社会福祉総務費 1, 519, 789 530 1, 520,319 530 

2.老人福祉費 lラ 923,301 161, 770 2, os5, 011 I 161, 622 148 

22.住民税非課税世 3, 200, 000 409, 262 409,262 
帯等に対する臨
時特別給付金事
業費
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（単位千円）

節 細 ri!i 

区 分 区 ノJI 概 要 説 明

金 額一 ァ吐ム、 額

18. 負担金補助及び 2. 補助金 1. 自治会館建設補助等経費 企19,500 
交付金

A.4, 500 A.4, 500 (1）白治会館建設補助金 A.19,500 

2. コミュニティ推進経費 15, 000 

(1）コミュニティ活動支援事業補助金 15, 000 

10. 需 用 費 1. 消耗品費 1. パスポートセンタ一等移転経費 3, 679 

1, 205 Z「J j筒 5修 1, 200通 60委 877 
備 1, 537 

6 修繕料
2. 事務経費 621 

1,200 
委 621 

11.役務費 1. 通信運搬費

60 60 

12. 委託料 l 委託料

1, 498 1, 498 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

1, 537 1,537 

19.扶助費 I 22. ひとり親等休業 1. ひとり親等休業手当金 530 
手当金

530 530 扶 530 

18. 負担金補助及び 2.補助金 1. 新型コロナウイルス感染症対策経費 161, 622 
交付金

161, 770 (1）介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助 161, 622 
Y刈＼ぞ

2. 高額介護サービス費等補助金 148 

22. 償還金利子及び 1.償還金 1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業経費 409, 262 
割引料

409, 262 409,262 ｛賞 409, 262 
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補正額の財源内訳

款 TfI H 計 特 疋 員オ 源

債！そ
一般財源

｜司府支出金 地 ブy ぴ〉 f也

（項）

(2）児童福祉資 48, 689 8, 700 27, 144 

I児童福祉総務費 3, 905 10,424,461 3 905 

2.保育所費 14, 787, 981 14, 832, 184 12,845 8, 700 22, 658 

9.児童発達支援セ 637, 742 581 638, 323 581 
ンター費

（款）

4衛 生費 15,859, 982 1, 949, 307 17,809,289 1,621,413 327,894 

（項）

(1）保健衛生費 8,477, 240 1, 949, 307 1,621,413 327,894 

2.保健所費 1,905, 138 1, 072, 987 752, 476 320, 511 

3.予防費 4, 563, 751 876, 320 5,440,071 868, 937 7,383 

n
D
 



附R日－ 幸四 節

区 分 区 分

~ 額 金 額一

12. 委託料 1. 委託料

3, 905 3,905 

10. 需 用 費 I i. 消耗品費

20, 333 20,:333 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

23, 870 23,870 

10. 需用 貰’ 1. 消耗品費

581 581 

10. 需用 賓’

3ヲ210 3, 240 

11.役務費 4. 手数料

3, 503 3,503 

12. 委託料 1.委託料

1, 014, 814 1, 014,814 

19.扶助費 62. 特定不蛙治療費
負担金

51, 430 51,430 

10. 需 用 費 1. 消耗品費

1, 020 1,000 

2.燃料費

20 

11.役務費 I i. 通信運搬費

15,435 15,435 

（単位：千円）

概 E見要 明

1. 保育システム管理経費

(1）システム改修委託料

3,905 

1. 私立保育所等経費

(1）各種補助金

ア．施設整備補助金

2. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1）感染拡大防止対策事業費

消 20,:333 

23, 870 

23,870 

23,870 

20,333 

20, 333 

1. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1）感染拡大防止対策事業費

消 581

581 

581 

1. 感染症予防対策経費 1, 021, 557 

(1）新型コロナウイルス感染症対策費 298, 827 

手 3, 503委 295, 324 

(2）在宅療養者緊急対応事業費 722, 730 

I自 3, 240委 719, 490 

2. 特定不妊治療費助成事業経費 51, 430 

(1）特定不妊治療費負担金〔扶〕 51, 4:30 

1. 予防接種実施経費

(1) l!PV （子宮頚がん予防）ワクチン任意接種補助金

2. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1）新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

7, 383 

7, 383 

868,937 

454, 306 

437, 851 

414,631 

消 15,435委1, 000燃 20 i亘

(2）新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費

委 414,631 
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補王額の財源内訳

款 項 目 計 特 疋 ltオ 源
一般財源

｜ 国府支出金 士出 方 f責 苛ザご の 他

（款）

9.教育費 13,882,938 n, 390 13,896, 328 785 12,605 

（項）

(1）教育総務費 4,075,697 5, 785 785 5,000 

2.事務局費 2,883, 661 5, 000 2,888,661 5, 000 

3.教育研究費 1, 125, 567 785 1, 126, 352 

（項）

(4）幼稚園費 620, 058 1, 240 621, 298 1,240 

1.幼稚園費 620, 058 1, 240 621,298 1, 240 

（項）

(6）保健体育費 2,468, 955 6, 365 2,475,320 6, 365 
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（単｛立－千円）

庁FD 細 E叶 n 

区 分 l又 分 概 要 百k 明

ノ、，r、号 額 金 客員

12. 委託料 1. 委託料

852,482 852, 482 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

7, 383 7, 383 

10. 需 用 費 11. 消耗品費

5, 000 5, 000 

1. 新型コロナウイルス感染症対策経費 5, 000 

(J）感染拡大防止対策事業費 5, 000 

I自 5, 000 

7. 報償費 1. 報償金 1. 学力向上のための某盤づくりに関する調査研究事業経費 785 

270 270 報 270消 297印 79 iJli 1 
t詰 8負 130 

10. 需用 費 1. 消耗品費

376 297 

4. 印刷製本費

79 

11.役務費 1. 通信運搬費

1 

17. 備品購入費 I 3. 図書費

8 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

130 130 

10. 需 用 費 1. 消耗品費 1. 新型コロナウイルス感染症対策経費 1, 240 

1, 240 1, 240 (1）感染拡大防止対策事業費 1, 240 

t自 l, 240 



補正額の財源内訳

款 Jij 目 補正前の額 補正額 百十 特 r疋~ 財 源

｜ 国府支出金 ｛責｜そ
一般財源

地 方 。〉 イ也

4.学校給食費 1, 789,037 6, 365 1, 795,402 6, 365 

歳 出 合 計 2, 582, 748 15, 000 762, 383 

。，μ



六rn十fl 先日 節

区 分 区 分

金 額 金 客員

18. 負担金補助及び 2. 補助金
交付金

6,365 6,365 

（単位ー千円）

概 E党 円
刀

E
4
 

要

1. 新型コロナウイルス感染症対策経費

( 1）学校臨時休業対策事業補助金

6, 365 

6, 365 
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事 業 名

私立保育所等施設整備補助金

庁 4にコと 等 清 掃 委 託
メTlλ 手口 4 年 度 三日J九ι ，疋J..-,-,. 分

庁
1コ－ 

等 周 辺 警 備 委 言t
メ,t 不日 4 年 度 さF又f"L 疋,-Lー， 分

fコ">.. 計

限

補正前

補正額

補正後

補正前

補正額

補正後

補正面I

補正額

補正後

補正111J

補正額

補正後
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債務負担行為で翌年度以降にわたるも

又は支出額の見込み及び当該年度以降

前年度末までの支出（見込）額

度 額 期間
＇.？.＇乙〉ー 告買

年度

＼ 

＼ 

358,540 
＼ 

358,540 

＼ 

261 ＼ 

＼ 

261 

980 

980 

77,160,393 28,331,730 
＼ 

359, 781 ＼ 

77,520,174 
＼ ＼ ＼ 

28,331,730 
＼ 



のについての前年度末までの支出額

の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額 左 の 財 源 内 訳

期間
人且ム 額

特 定 員オ 源
一 般 財 源

年度 国庫支出金 府支出金 地 方債 そ σ〉 他

＼ ＼ 358,540 179,270 143,400 35,870 

5 358,540 35,870 

＼＼  ＼ 

261 261 

5 261 261 

980 980 
＼ 

5 980 980 

＼ ＼ 

48,828,663 4,524,209 1,597,011 12,098,100 1,825,944 28,783,399 

＼ 359,781 179,270 143,400 37,111 
＼ 

49,188,444 4,703,479 1,597,011 12,241,500 1,825,944 28,820,510 
＼ 

（単位：千円）

民

υ



区 分

普 通 債

（！）総 務

(2）民 生

m 衛 生

(4）商 工

(5）土 木

( 6）消 ｜弱

(7）教 育

J」?- の イ也

（！）地か税等
減収補場債

(2）住民税等
減税補填債

(3）臨時財政

対策債

ノ口0,,, 

地方債の前前年度末における現有高並びに前年度末及び
ヰ該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中培j成見込額

前前年度末 前年度末 当該年度中 当該年度中元金
現 在 高 現在高見込額 起債見込額 償還見込額

補正前 42, 612, 508 44, 088, 438 8, 360, I 00 5, 136, 598 

補正額 8, 700 

補正後 42, 612, 508 44, 088‘438 8, 368, 800 5, 136, 598 

補正前 7 014, 780 7, 062. 075 97, 000 670. 639 

補正額

補正後 7, 014, 780 7, 062. 075 97, 000 670, 639 

補正前 2, 283, 811 2, 474, 643 89, 300 198. 577 

補正額 8, 700 

補正後 2, 283, 811 2, 474, 643 98, 000 198, 577 

補正前 6, 415, 182 5‘261, 892 1. 121, 100 !, 013, 805 

補正額

補正後 6, 415, 182 5, 261. 892 !, 121. 100 1. 013守 805

補正前 100, 500 97, 147 87, 700 6, 700 

補正額

補正後 100 500 97, 14 7 87, 700 。， 700

補正前 12. 218, 872 13, 698, 680 4, 838, 900 l,509,251 

補正額

補正後 12, 218, 872 13, 698句 680 4. 838, 900 1,509,251 

補正前 l, 154, 057 !, 020, 633 1:14, 034 

補正額

補正後 !, 154, 057 !, 020, 6:l3 134, 034 

補正前 13, 425, 306 14 473, 368 2. 12 6, I 00 !, 603, 592 

補正額

補正後 n 425. 305 14, 473, 368 2, 126‘100 1. 603, 592 

補正前 68守 424,594 68, 560. 512 3. 800, 000 5, 881, 740 

補正額

補正後 68守 424,594 68,560,512 3, 800, 000 5, 881, 740 

補正前 304, 717 279, 306 2 5, 3 8 7 

補正額

補正後 304 717 279, 306 25, 387 

補正前 902, 501 625. 999 223, 385 

補正額

補正後 902. 501 625. 999 223, :l85 

補正前 67, 217, 376 67, 655, 207 3、800000 5. 632, 968 

補正額

補正後 67, 217, 376 67, 655, 207 3, 800、000 5, 6:12守 968

補正前 lll.O:l7.102 112, 648句 950 12. 160, 100 11 018 338 

補正額 8, 700 

補正後 111. on 102 112, 648, 950 12, 168, 800 11,018.338 
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（単位J王El2

当該年度末
現在高見込 額

47守 311940 

8 700 

47, 320, 640 

6, 488、436

6, 488, 436 

2, 365, 366 

8, 700 

2, 374, 066 

5. 369, 187 

日， 369,187 

178, 147 

178, 147 

17, 028, 329 

17, 028, 329 

886, 599 

886, 599 

14, 995, 876 

14, 995, 876 

66 478‘772 

66, 478, 772 

253, 919 

253, 919 

402句 614

402. 614 

65, 822, 239 

65, 822. 239 

113, 790, 712 

8‘700 

11:1, 799, 412 



議案第9号参考資料

性質別経費内訳

（単位：千円）

款 人件費 物件費 維持補修費 投資 的 経 費 J」乙 0) 他 l口'>.. 五十

(1）議会費

(2）総務費 4, 300 企4,500 企200

(3）民生費 24, 819 595, 432 620, 251 

(4）衛生費 l, 890, 494 58, 813 1, 949, 307 

(5）農林水産業費

(6）商工費

(7）土木費

(8）消防費

(9）教育費 6, 895 6, 495 13, 390 

( 10）公債費

(11)諸支出金

(12）予備費

J仁L1 1, 926, 508 656, 240 2, 582, 748 

現計予算 の内 訳 22, 236, 849 29, 126, 520 2, 496, 058 6, 37 4, 345 93, 765, 428 153, 999, 200 

22. 2:rn. 849 31, 053, 028 2, 496, 058 6, ;37 4, 345 94, 421, 668 156, 581, 948 

総計の構成比
14. 2 19. 8 1. 6 4. 1 60. 3 100. 0 

% 
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議案第 10 号

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一」部改正について

次のとおり枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年（2022年） 6 月 10 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 損害補償を受ける権利を担保に供することができる特例を廃止するため。
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枚方市条例第 号

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

枚方市消防団員等公務災害補償条例（昭和40年枚方市条例第39号）の一部を次のように改正す

る。

第 3条第 2項ただし書を削る。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺

族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することがで

きる。
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議案第 10 号参考資料

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第3条［略］ 第3条［略］

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる I2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる

ことはできない。 ｜ ことはできない。ただし、傷病補償年金又は年金である障害補償若しく

は遺族補償を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫

に担保に供する場合は、この限りでない。

∞C
 



議案第 11 号

枚方市税条例等の一部改正について

次のとおり枚方市税条例等の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条

第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年（2022年） 6 月 10 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、適用期限の延長の措置を講じるた

め。



枚方市条例第 号

枚方市税条例等の一部を改正する条例

（枚方市税条例の一部改正）

第 1条枚方市税条例（平成14年枚方市条例第27号）の一部を次のように改正する。

第10条中「第20条の10」の次に「又は第382条の 4J を加える。

第20条第4項を次のように改める。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第29条第 1項に規定する確定申告書に特定配当等に係

る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等

に係る所得の金額については、適用しない。

第20条第6項を次のように改める。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第29条第 1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡

所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当

該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

第25条の 2第 1項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」を「確定申

告書」に改め、同条第2項中「申告書に係る年度分」を「確定申告書に係る年の末日の属する年

度の翌年度分」に改める。

第28条第 1項ただし書中「所得税法第 2条第 1項第33号の 4に規定する源泉控除対象配偶者」

を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条

の2第 1項第10号の 2に規定する自己と生計をーにする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以

下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に、 「法第314条の 2第4項」を

「同条第4項」に改め、同条第2項中「第 2条第4項ただし書」を「第2条第 3項ただし書」に

改める。

第29条第 2項中「附記された」を「付記された」に改め、同条第 3項中「附記しなければ」を

「付記しなければ」に改める。

第29条の 2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第 1項第 3号

中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号を問項第3号とし、同項

第 1号の次に次の 1号を加える。

(2) 所得害1Jの納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。）の自己と生計

をーにする配偶者（法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規

定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除

き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第 1項において同じ。）の氏名

第29条の 3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第 1項中「で

あって、 Jの次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計をーにする配偶者（退職手当等（第49条に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下である

η〆ハ】



ものに限る。）をいう。第 2号において同じ。）又はj を、 「控除対象扶養親族」の次に「で

あって退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、問項第 3号中「前 2号」を「前3号」に改

め、同号を同項第4号とし、同項第 2号を同項第 3号とし、同項第 1号の次に次の 1号を加え

る。

(2) 特定配偶者の氏名

第54条中「第2条第4項ただし書」を「第2条第3項ただし書」に改める。

附則第10条の 3の2第 1項中「令和15年度Jを「令和20年度」に、 「令和 3年」を「令和 7

年」に改める。

附則第38条の 2第2項を次のように改める。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第 8条の 4第 2項に規定する特定上場株式等の配当等

（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、

市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所

得につき同条第 1項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する。

附則第41条第 3項中「、第37条の 8又は第37条の 9」を「又は第37条の 8」に改める。

附則第46条の 2第4項を次のように改める。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第29条第 1項に

規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適

用する。

附員IJ第47条第4項を次のように改める。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第29条第 1項に

規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適

用する。

附則第47条第 6項中「年の翌年の 4月 1日の属する年度分の」を「年分の所得税に係る」に、

「条約適用配当等申告書にこの」を「確定申告書にこの」に改め、 「（条約適用配当等申告書に

これらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削

る。

附則第53条を削る。

（枚方市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第2条 枚方市税条例等の一部を改正する条例（令和 3年枚方市条例第25号）の一部を次のように

改正する。

第 1条のうち、枚方市税条例第29条の 3第 1項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を

「年齢16歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、 「有しない者

を除く j を「有する者」に改める。

附員IJ第2条第 1項中「別段の定めがあるものを除き、」を削り、 「の規定中個人の市民税に関

する部分」を「第14条第 2項、第29条の 3第 1項及び附則第6条第 1項の規定」に改める。

附則

円
台
U



（施行期日）

第 1条 この条例は、令和 5年 1月 1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。

(1) 第 1条中枚方市税条例第20条第4項及び第6項、第25条の 2第 1項及び第2項、第28条第 1

項ただし書及び第2項、第29条第2項及び第3項並びに第54条の改正規定並びに同条例附則第

38条の 2第 2項、第46条の 2第4項並びに第47条第4項及び第 6項の改正規定並びに第 2条

（枚方市税条例等の一部を改正する条例附則第2条第 1項の改正規定に限る。）の規定並びに

次条第3項の規定令和 6年 1月 1日

(2) 第 1条中枚方市税条例第10条の改正規定令和6年4月1日

（経過措置）

第2条 第 1条の規定による改正後の枚方市税条例（以下「新条例」という。）第29条の 2第 1項

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同項に規定

する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、施行目前に支

払を受けるべき第 1条の規定による改正前の枚方市税条例（以下「旧条例」としづ。）第29条の

2第 1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、な

お従前の例による。

2 新条例第第29条の 3第 1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律

第33号）第203条の 6第 1項に規定する公的年金等（同法第203条の 7の規定の適用を受けるもの

を除く。以下「公的年金等」という。）について提出する新条例第29条の 3第 1項に規定する申

告書について適用し、施行目前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第29条の

3第 1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 前条第 1号に掲げる規定による改正後の枚方市税条例の規定は、令和 6年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、令和 5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。
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C由
巳円

議案第 11 号参考資料

枚方市税条例等の一部改正について

新（改正後）

［枚方市税条例関係］

（納税証明書の交付に係る手数料）

第10条 法第20条の10又は第382条の4の規定に基づく証明書の交付に際

しては、道路運送車両法第97条の 2第 1項に規定する証明に係る場合を

除き、枚方市手数料条例（昭和13年枚方市条例第2号）の定めるところ

により手数料を徴する。

（所得割の課税標準）

第20条 ［略］

2 ・ 3 ［略］

生前項の規定は、前年分の所得税に係る第29条第 1項に規定する確定申

告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定め

る事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額について

は、適用しない。

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

［枚方市税条例関係］

（納税証明書の交付に係る手数料）

第10条 法第20条の10の規定に基づく証明書の交付に際しては、道路運送

車両法第97条の 2第 1項に規定する証明に係る場合を除き、枚方市手数

料条例（昭和13年枚方市条例第2号）の定めるところにより手数料を徴

する。

（所得割の課税標準）

第20条 ［略］

2・3 ［略］

4 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月 1日の

属する年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達される時

までに提出された次に掲げる申告書をしづ。以下この項において同じ。）

に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事

項の記載があるとき（特定配当等申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）は、当該特定配

当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げ

る申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合における

これらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規

定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでな

し、。
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5 ［略］

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第29条第 1項に規定する確定申

告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施

行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額については、適用しない。

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第25条の 2 所得割の納税義務者が、第20条第4項に規定する確定申告書

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

ill 第28条第 1項の規定による申告書

i2l第29条第 1項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書

lこ限る。）

5 ［略］

6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年

の4月 1日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の

納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をし、う。

以下この項において同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明

細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき（特定株

式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）は、当該特定株式等譲渡所得金

額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第 1号に掲げる

申告書及び第2号に掲げる申告書がし、ずれも提出された場合におけるこ

れらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定

を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

ill 第28条第 1項の規定による申告書

i2l第29条第 1項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第25条の 2 所得割の納税義務者が、第20条第4項に規定する特定配当等



新（改正後）

に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当

等の額について法第2章第 1節第5款の規定により配当割額を課された

場合文は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所

得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額

について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合に

は、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に 5分の 3を乗じて得た

金額を、第22条及び前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除する

ことができなかった金額があるときは、当該控除することができなかっ

主要な改正部分の新旧対照表

！日（現行）

旦主査に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定配当等の額について法第2章第 1節第5款の規定により配当割額を課

された場合又は同条第6項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に

記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となっ

た特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡

所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得害lj

額に 5分の 3を乗じて得た金額を、第22条及び前3条の規定を適用した

場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除する

ことができなかった金額があるときは、当該控除することができなかっ

ヨ ｜ た金額は、令第48条の 9の3から第48条の 9の6までに定めるところに｜ た金額は、令第48条の 9の3から第48条の 9の6までに定めるところに

より、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を｜ より、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を

還付し、又は当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属す

る年度の翌年度分の個人の府民税若しくは市民税に充当し、若しくは当

該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

3 ［略］

還付し、文は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の府民

税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収

金に充当する。

3 ［略］

（市民税の申告） ｜ （市民税の申告）

第28条 第13条第1項第1号に掲げる者は、 3月15日までに、市長が定め｜第28条 第13条第1項第1号に掲げる者は、 3月15日までに、市長が定め

る様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317

条の 6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から 1月 1日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で、前年中において給与所得以外の所得

る様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317

条の 6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から 1月1日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で、前年中において給与所得以外の所得
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新（改正後）

又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条

の9の7に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が900万円以下であるもの

に限る。）の法第314条の 2第 1項第10号の 2に規定する自己と生計をー

にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限るの）

で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）若しくは同条

室生虫に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若し

くは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48条

の9の7に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額（所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に

係るものを除く。）若しくは法第314条の 2第4項に規定する扶養控除額

の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法

第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純

損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第24条の 2の規定により控除

すべき金額（以下この条において「寄附金税額控除額Jとしづ。）の控

除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは｜ 除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外

第24条の 2の規定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金｜ の所得を有しなかった者」としづ。）及び第14条第2項に規定する者（施

税額控除額」としづ。）の控除を受けようとするものを除く。以下この｜ 行規則第2条の 2第 1項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）につ

条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者Jとしづ。）及び｜ いては、この限りでない。

第14条第 2項に規定する者（施行規則第 2条の 2第 1項の表の上欄の

仁二）に掲げる者を除く。）については、この限りでない。

2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所

得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である

者（施行規則第2条の 2第 1項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出

すべき申告書の様式は、施行規則第2条第3項ただし書の規定により、

市長の定める様式による。

3～9 ［略］

第29条［略］

2 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所

得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である

者（施行規則第2条の 2第 1項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出

すべき申告書の様式は、施行規則第2条第4項ただし書の規定により、

市長の定める様式による。

3～9 ［略］

第29条［略］
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主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規則第 I2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規則第

2条の 3第1項に規定する事項を除く。）のうち法第317条の 2第 1項各｜ 2条の 3第 1項に規定する事項を除く。）のうち法第317条の 2第 1項各

号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により金量｜ 号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により盟宣

された事項は、前条第 1項又は第3項から第5項までの規定による申告

書に記載されたものとみなす。

された事項は、前条第 1項又は第3項から第5項までの規定による申告

書に記載されたものとみなす。

3 第 1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書 I3 第 1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書

に、施行規則第2条の 3第2項各号に掲げる事項を付記しなければなら｜ に、施行規則第2条の 3第2項各号に掲げる事項を聞記しなければなら

ない。 ない。

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書）

第29条の 2 所得税法第194条第 1項の規定により同項に規定する申告書｜第29条の 2 所得税法第194条第 1項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者Jとい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ

き同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者j

という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給

与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) ［略］

出所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるものに限

る。）の自己と生計をーにする配偶者（法第313条第3項に規定する青

色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるも

の及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計

所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。）

~金

を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」とし、｜

う。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ｜

き同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支払者j

という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給

与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

llil ［略］

回並立呈に掲げるもののほか、施行規則で定める事項

2～5 ［略］

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書）

{22 ［略］

llil並主主に掲げるもののほか、施行規則で定める事項

2～5 ［略］

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の基養親睦申告書）

第29条の 3 所得税法第203条の 6第 1項の規定により同項に規定する申｜第29条の 3 所得税法第203条の 6第 1項の規定により同項に規定する申

由
。

告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の 7の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であっ

て、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が900万円以下であ

るものに限る。）の自己と生計をーにする配偶者（退職手当等（第49条

に規定する退職手当等に限るの以下この項において同じ。）に係る所得

を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）

をいうの第2号において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であ

って退職手当等に係る所得を有しない者を除く。）を有する者（以下こ

の条において「公的年金等受給者Jとしづ。）で市内に住所を有するも

のは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の 6第 1項に

規定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」

としづ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) ［略］

国特定配偶者の氏名

国［略〕

告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の 7の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等j という。）の支払を受ける者で、あっ

て、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以下この条に

おいて f公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の 6第 1項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」と

いう。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施

行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) ［略］

{22 ［略］



にD
トーム

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） ！日（現行）

回並立宣に掲げるもののほか、施行規則で定める事項 llil並互呈に掲げるもののほか、施行規則で定める事項

2～5 ［略］ 2～5 ［略］

（特別徴収税額の納入の義務等） （特別徴収税額の納入の義務等）

第54条 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職｜第54条 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職

手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する｜ 手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する

月の翌月の10日までに、施行規則第5号の 8様式文は施行規則室主会室

3項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市

長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。

附則

月の翌月の10日までに、施行規則第5号の 8様式又は施行規則室主主筆

4項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市

長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。

附則

第10条の 3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民｜第10条の 3の2 平成22年度から令和15年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法｜ 税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

第41条文は第41条の 2の2の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11

年から平成18年まで又は平成21年から全車ヱ生までの各年である場合に

限る。）において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則

第5条の4の2第5項（同条第7項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務

者の第22条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。

2 ［略］

第41条又は第41条の 2の2の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11

年から平成18年まで又は平成21年から令和 3年までの各年である場合に

限る。）において、前条第 1項の規定の適用を受けないときは、法附則

第 5条の4の2第5項（同条第7項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務

者の第22条及び第24条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。

2 ［略］
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（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例）

第38条の 2 ［略］

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第 2項に規定する特定

上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等J

としづ。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者

が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につ

き同条第 1項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する。

3 ［略］

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例）

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例）

第38条の 2 ［略］

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第 2項に規定する特定

上場株式等の配当等（以下この項において［特定上場株式等の配当等」

としづ。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者

が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の 4月 1日

の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所

得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第20条第4

項に規定する特定配当等申告書を提出した場合（次に掲げる場合を除

く。）に限り適用するものとし、市民税の所得割の納税義務者が前年中

に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同

条第 1項及び第2項並びに第22条の規定の適用を受けた場合には、当該

納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に

係る配当所得について、前項の規定は、適用しない。

ill 第20条第4項ただし書の規定の適用がある場合

{21 第20条第4項第 1号に掲げる申告書及び同項第2号に掲げる申告書

がし、ずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項

その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当である

と市長が認めるとき。

3 ［略］

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例）
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第41条 ［略］

2 ［略］

3 第 1項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得

割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条か

ら第33条の4まで、第34条から第35条の 3まで、第36条の 2、第36条の

5、第37条、第37条の4から第37条の 6まで又は第37条の 8の規定の適

用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第 1項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例）

第46条の 2 ［略］

2 • 3 ［略］

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第29条第 1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受

けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

第41条 ［略］

2 ［略］

3 第 1項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得

割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条か

ら第33条の4まで、第34条から第35条の 3まで、第36条の 2、第36条の

5、第37条、第37条の4から第37条の 6まで、第37条の 8又は第37条の

9の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第 1項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定

地のための譲渡に該当しないものとみなす。

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例）

第46条の 2 ［略］

2・3 ［略］

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の 4

月 1日の属する年度分の特例適用配当等申告書（市民税の納税通知書が

送達される時までに提出された次に掲げる申告書をし寸。以下この項に

おいて同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があ

るとき（特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。ただ

し、第 1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案

して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めると
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5 ［略］

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例）

第47条 ［略］

2・3 ［略］

生前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税

に係る第29条第 1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受

けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

主要な改正部分の新i日対照表

旧（現行）

きは、この限りでない。

ill 第28条第 1項の規定による申告書

{21 第29条第 1項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

5 ［略］

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

例）

第47条 ［略］

2 ・ 3 ［略］

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4

月1日の属する年度分の条約適用配当等申告書（市民税の納税通知書が

送達される時までに提出された次に掲げる申告書をしづ。以下この項に

おいて同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があ

るとき（条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。ただ

し、第 1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出さ

れた場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案

して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めると

きは、この限りでない。

出第28条第 1項の規定による申告書

{21 第29条第 1項に規定する確定申告書（同項の規定により前号に掲げ

る申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

に限る。）

5 ［略］ 5 ［略］

6 租税条約等実施特例法第3条の 2の2第1項の規定の適用がある場合 I6 租税条約等実施特例法第3条の 2の2第1項の規定の適用がある場合

（第 3項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第25条の 2の

規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項jとあるのは「若

しくは附則第47条第3項に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配

当等」としづ。）に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に

規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該

条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であっ

（第3項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第25条の 2の

規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若

しくは附則第47条第3項に規定する条約適用配当等（以下 I条約適用配

当等」としづ。）に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度

会!!2同条第4項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用

を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する

て、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適｜ 事項の記載がある場合（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないこ

田 ｜ 用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び｜ とについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）であ

地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約｜ って、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約

等実施特例法」とし1う。）第3条の 2の2第1項の規定及び法第2章第｜ 適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第20条第6項」 ｜ び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下 f租税条

と、同条第3項中「法第37条の4J とあるのは「租税条約等実施特例法｜ 約等実施特例法Jとし1う。）第3条の 2の2第1項の規定及び法第2章

第 3条の 2の2第 9項の規定により読み替えて適用される法第37条の｜ 第 1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第20条第6項」

4J とする。 ！ と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法

第 3条の 2の2第 9項の規定により読み替えて適用される法第37条の

4」とする。

（新型コロナウイノレス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特

四L
室旦金所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス
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［枚方市税条例等の一部を改正する条例関係］

第 1条枚方市税条例（平成14年枚方市条例第27号）の一部を次のように

改正する。

第29条の 3第 1項中「扶養親族（Jの次に「年齢16歳未満の者又は」

を加え、 「有しない者を除く」を「有する主に限るj に改め、同条第4

項中「所得税法第203条の 6第6項に規定する納税地の所轄税務署長の承

認を受けているj を「令第48条の 9の7の3において読み替えて準用す

る令第8条の 2の2に規定する要件を満たすJに改める。

附員lj

（市民税に関する経過措置）

第2条 第 1条の規定による改正後の枚方市税条例（以下「新条例j とい

う。）第14条第2項、第29条の 3第 1項及び附則第6条第1項の規定は、

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における附則第10

条の 3の2第 1項の規定の適用については、同項中 f令和15年度j とあ

るのは、 「令和16年度Jとする。

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第6条の 2第 1項の規定の適用を受けた場合における附則第10

条の 3の2第 1項の規定の適用については、同項中「令和15年度Jとあ

るのは「令和17年度j と、 「令和3年」とあるのは「令和4年」とする。

［枚方市税条例等の一部を改正する条例関係］

第 1条枚方市税条例（平成14年枚方市条例第27号）の一部を次のように

改正する。

第29条の 3第 1項中「控除対象扶養親族を除く j を「年齢16歳未満の

査に限るJに改め、同条第4項中「所得税法第203条の 6第6項に規定す

る納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第48条の 9の7の

3において読み替えて準用する令第8条の 2の2に規定する要件を満た

す」に改める。

附則

（市民税に関する経過措置）

第2条別段の定めがあるものを除き、第 1条の規定による改正後の枚方

市税条例（以下「新条例」とし寸。）の規定中個人の市民税に関する部
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令和 6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和 5年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2・3 ［略］

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

分は、令和 6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和 5

年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2・3 ［略］



議案第 12 号

枚方市附属機関条例の一部改正について

次のとおり枚方市附属機関条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年（2022年） 6 月 10 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 オンラインによる会議に関して必要な事項を定めるため。

2 障害者地域生活支援事業者選定審査会の担任事務等を変更するため。

-98 -



枚方市条例第 号

枚方市附属機関条例の一部を改正する条例

枚方市附属機関条例（平成24年枚方市条例第35号）の一部を次のように改正する。

第 5条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 委員は、会長（会長が定められていない場合にあっては、執行機関）が相当と認めるときは、

映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法に

よって、附属機関の会議に出席することができる。

別表 1の表障害者地域生活支援事業者選定審査会の項中

地域生活支援事業を委託する事業｜ I (1) 地域生活支援事業を委託する

者の選定に関する審査 ｜ ｜ 事業者の選定に関する審査

を 1(2) 地域生活支援事業を委託した｜に改め、同項中

事業者の事業の運営の評価に関

「答申の日まで」を削る。

附則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（枚方市青少年問題協議会条例の一部改正）

する審査

2 枚方市青少年問題協議会条例（昭和41年枚方市条例第37号）の一部を次のように改正する。

第 5条に次の 1項を加える。

4 前 3項に定めるもののほか、協議会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第 5条第 2項の規定の例による。

（枚方市建築審査会設置条例の一部改正）

3 枚方市建築審査会設置条例（昭和47年枚方市条例第21号）の一部を次のように改正する。

第 5条に次の 1項を加える。

4 前 3項に定めるもののほか、審査会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第 5条第 2項の規定の例による。

（枚方市都市計画審議会条例の一部改正）

4 枚方市都市計画審議会条例（平成12年枚方市条例第4号）の一部を次のように改正する。

第 6条に次の 1項を加える。

4 前 3項に定めるもののほか、審議会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第5条第2項の規定の例による。
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（枚方市開発審査会条例の一部改正）

5 枚方市開発審査会条例（平成13年枚方市条例第2号）の一部を次のように改正する。

第4条に次の 1項を加える。

4 前 3項に定めるもののほか、審査会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第5条第2項の規定の例による。

（枚方市国民保護協議会条例の一部改正）

6 枚方市国民保護協議会条例（平成17年枚方市条例第54号）の一部を次のように改正する。

第4条に次の 1項を加える。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第 5条第 2項の規定の例による。

（枚方市保健所運営協議会条例の一部改正）

7 枚方市保健所運営協議会条例（平成25年枚方市条例第39号）の A 部を次のように改正する。

第 7条に次の 1項を加える。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第 5条第 2項の規定の例による。

（枚方市社会福祉審議会条例の一部改正）

8 枚方市社会福祉審議会条例（平成25年枚方市条例第41号）の一部を次のように改正する。

第 7条に次の 1項を加える。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第5条第 2項の規定の例による。

（枚方市いじめ問題再調査委員会条例の一部改正）

9 枚方市いじめ問題再調査委員会条例（平成26年枚方市条例第31号）の一部を次のように改正す

る。

第6条に次の 1項を加える。

4 前 3項に定めるもののほか、合議体の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第5条第2項の規定の例による。

（枚方市行政不服審査に関する条例の一部改正）

10 枚方市行政不服審査に関する条例（平成27年枚方市条例第44号）の一部を次のように改正す

る。

第 7条に次の 1項を加える。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第5条第2項の規定の例による。

（枚方市スポーツ推進審議会条例の一部改正）

11 枚方市スポーツ推進審議会条例（平成28年枚方市条例第 3号）の一部を次のように改正する。

第 7条に次の 1項を加える。

4 前 3項に定めるもののほか、審議会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第5条第 2項の規定の例による。



（枚方市上下水道事業経営審議会条例の一部改正）

12 枚方市上下水道事業経営審議会条例（平成28年枚方市条例第4号）の A 部を次のように改正す

る。

第 7条に次の 1項を加える。

4 前 3項に定めるもののほか、審議会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方

市条例第35号）第5条第 2項の規定の例による。



議案第 12 号参考資料

枚方市附属機関条例の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

行）（現新（改正後） 円口

（会議）

第5条［略］

2 委員は、会長（会長が定められていない場合にあっては、執行機関）が

相当と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認

識しながら通話をすることができる方法によって、附属機関の会議に出席

（会議）

第5条［略］

［略］

［略］

2 

することができる。

［略］

［略］

3 

3 4 

別表（第 1条、第2条関係）

市長の附属機関1 

別表（第 1条、第2条関係）

市長の附属機関1 

答申の

日まで

［略］［略］す一

r
託
一
る
一

委
一
す
一

玄
関
－

業
一
に
一

室
定
一

重
翠
一
i

j

 

支
一
の
一

壬
口
芸
は
一

f
－

4
一

生
一
業
一

域
一
事
一

地
一
る
一
査
一

障害者地域

生活支援事

業者選定審

査会

［略］［略］(1) 地域生活支援事業を委

託する事業者の選定に関

主豆査室
~ 地域生活支援事業を委

託した事業者の事業の運

営の評価に関する審査

障害者地域

生活支援事

業者選定審

査会

、／.／ /-./v マヘ－＂＇ •.. ／ノ＼ゾヘ＼＼／＼



主要な改正部分の新旧対照表

行）現口いド新（改正後）

［略］［略］［略］枚方市老人

ホーム入所

判定審査会

［略］［略］［略］枚方市老人

ホーム入所

判定審査会



議案第 13 号

枚方市臨時保育室条例の一部改正について

次のとおり枚方市臨時保育室条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年（2022年） 6 月 10 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市立渚西臨時保育室を設置するため。

-104ー



枚方市条例第 号

枚方市臨時保育室条例の一部を改正する条例

枚方市臨時保育室条例（令和 3年枚方市条例第23号）の一部を次のように改正する。

第2条中「次の」の次に「表の」を加え、同条各号を削り、同条に次の表を加える。

名 称 イ立 置

枚方市立睦陀西臨時保育室 枚方市出口 6丁目 20番 5号

枚方市立渚西臨時保育室 枚方市渚西2丁目21番 1号

附則

この条例は、公布の日から起算して 6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行す

る。



議案第 13 号参考資料

枚方市臨時保育室条例の一部改正について

新（改正後）

（名称及び位置）

第 2条 臨時保育室の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名 称｜ 位 置

枚方市立躍舵西臨時保育室

枚方市立渚西臨時保育室

枚方市出口 6丁目20番5号

枚方市渚西2丁目21番 1号

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

（名称及び位置）

第2条 臨時保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

回全主主 枚方市立嵯舵西臨時保育室

{21 位置枚方市出口 6丁目20番 5号



議案第 14 号

枚方市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例

の一部改正について

次のとおり枚方市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例

の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議

会の議決を求める。

令和 4 年（2022年） 6 月 10 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 市街化調整区域に係る開発行為の許可の基準を見直すため。

nu 



枚方市条例第 号

枚方市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例の一部

を改正する条例

枚方市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例（平成16年

枚方市条例第4号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「第34条第11号及び第12号並びに」を「第34条第12号及び」に改める。

第3条及び第4条を削る。

第 5条中「第8条第 1項第2号ロからニまでに掲げる土地の」を「第29条の 9第 1号から第6号

までに掲げる区域及び同条第7号に掲げる」に改め、同条第 1号中「住宅又は」の次に「建築基準

法（昭和25年法律第201号）別表第 2 （し、）項第 2号に規定する」を加え、同条第 3号中「連たん

区域」を「建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で、50以上の建築物（市街化区域内にあるも

のを含み、 26以上が市街化調整区域内にあるものに限る。）が連たんしている区域及びその周辺50

メートルの区域lに改め、同条を第 3条とする。

第6条中「第8条第 1項第 2号ロからニまでに掲げる土地のj を「第29条の 9第 1号から第6号

までに掲げる区域及び同条第 7号に掲げる」に改め、同条を第4条とし、第7条を第5条とする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

nu 



議案第 14 号参考資料

枚方市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（趣旨） （趣旨）

第 1条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法Jとい 第1条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」とい

う。）第34条第12号及び都市計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下 う。）第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令（昭和44年政令第

「令」としづ。）第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域 158号。以下「令j とし寸。）第36条第 1項第3号ハの規定に基づき、市

に係る開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の 街化調整区域に係る開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地にお

許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。 ける建築等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

（法第34条第11号の規定により指定する土地の区域）

第3条 法第34条第11号の規定により指定する土地の区域は、次の各号の

いずれにも該当する土地の区域（当該土地の区域と→体的な利用に供さ

れることが適当であると市長が認める土地の区域を含む。）のうち、規則

で定めるところにより市長が指定する区域とする。

ill都市計画道路大阪枚方京都線の長尾東町から津田南町までに係る区

間線及び当該区間線の東側において隣接する他市との境界練で囲まれ

た区域を除いた区域内の市街化調整区域で、あること。

国市街化区域に隣接し、かつ、市街化区域の周囲おおむね500メートル

の区域内にあること。

lli1河川又は鉄道で区域内が分断されていないこと。ただし、道路によ

り連続している区域については、この限りでない。

出建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で、50以上の建築物（市

街化区域内にあるものを含み、 26以上が市街化調整区域内にあるもの



新（改正後）

（法第34条第12号の開発行為）

重立金法第34条第12号の規定により条例で区域、 目的又は予定建築物等

主要な改正部分の新旧対照表

！日（現 行）

に限る。）が連たんしている区域及びその周辺50メートルの区域（以下

「連たん区域Jとしづ。）内にあること。

{fil 当該土地の区域が、規則で定める幹線道路（次条第3号において同

じ。）の境界線からおおむね250メートノレの区域内にあり、かっ、当該

土地の区域内又はその周辺に規則jで定める主要な道路が整備されてい

ゑi主ι－
fill令第8条第 1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則

で定めるものを含まないこと。

（法第34条第11号の規定により定める予定建築物等の用途）

笈生三塁 法第34条第11号の開発区域及びその周辺の地域における環境の保

全土支障があると認められる予定建築物等の用途は、次の各号に掲げる

用途以外の用途とする。

ill 建築基準法（昭和25年法律第201号）別表第2

のうち、一戸建のもの

（し＼）項第 1号の住宅

盟建築基準法別表第2 （い）項第2号に規定する兼用住宅（以下「兼

用住宅j という。）のうち、一戸建のもの

団幹線道路の沿道については、建築基準法施行令（昭和25年政令第338

号）第130条の 5の3で定める建築物で、床面積の合計が1,500平方メ

ートル以下のもの

回前3号に掲げるもののほか、開発区域及びその周辺の地域における

環境の保全上支障がないと市長が認める用途

（法第34条第12号の開発行為）

皇互三塁 法第34条第12号の規定により条例で区域、 目的又は予定建築物等



新（改正後）

の用途を限り定める開発行為は、令第29条の 9第 1号から第6号までに

掲げる区域及び同条第7号に掲げる区域として規則で定める区域以外の

区域において、次の各号のいずれかに掲げる建築物の建築の用に供する

目的で行われる開発行為とする。

(1) 土地収用法（昭和26年法律第219号）その他の法律の規定により土地

を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に

伴い、自己の居住の用に供する一戸建の住宅又は建築基準法（昭和25

年法律第201号）別表第2（し、）項第2号に規定する兼用住宅（以下「一

戸建の住宅等Jとしヴ。）に代わるものとして規則で定める区域におい

て新たに必要とし、かっ、市街化区域内における建築が困難であると

認められる一戸建の住宅等（従前と同一の用途で、

る規模のものに限る。）

(2) ［略］

かつ、規則で定め

(3) 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内で50以上の建築物（市

街化区域内にあるものを含み、 26以上が市街化調整区域内にあるもの

に限る。）が連たんしている区域及びその周辺50メートルの区域内にお

いて区域区分目前から土地を所有している者その他規則で定める者

が、当該土地において婚姻その他規則で定める事由により新たに必要

とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる自

己の居住の用に供する一戸建の住宅

る。）

(4）・（5) ［略］

（令第36条第 1項第3号ハの建築行為等）

（規則で定める規模のものに限

主要な改正部分の新！日対照表

旧（現行）

の用途を限り定める開発行為は、令第8条第1項第号号ロからニまでに

掲げる土地の区域として規則で定める区域以外の区域において、次の各

号のいずれかに掲げる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行

為とする。

(1) 土地収用法（昭和26年法律第219号）その他の法律の規定により土地

(2) 

(3) 

を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に

伴い、自己の居住の用に供する一戸建の住宅又は兼用住宅（以下「 A

戸建の住宅等j という。）に代わるものとして規則で定める区域におい

て新たに必要とし、かっ、市街化区域内における建築が困難であると

認められる一戸建の住宅等（従前と同ーの用途で、

る規模のものに限る。）

［略］

かつ、規則jで定め

連たん区域内において区域区分目前から土地を所有している者その

他規則で定める者が、当該土地において婚姻その他規則で定める事由

により新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であ

ると認められる自己の居住の用に供する一戸建の住宅（規則で定める

規模のものに限る。）

(4）・（5) ［略］

（令第36条第 1項第3号ハの建築行為等）



新（改正後）
ト一一一一一

室生三塁 令第36条第 1項第 3号ハの条例で、区域、目的又は用途を限り定め

る建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第 1種特定工作物の新設

（以下「建築行為等」としづ。）は、令第29条の 9第 1号から第6号まで

に掲げる区域及び同条策ヱ埜t；昌ぜ52区域として規則で定める区域以外

の区域において行う建築行為等のうち、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。

(1）～（3) ［略］

筆互三塁 ［略］

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

室主会 令第36条第 1項第3号ハの条例で、区域、目的又は用途を限り定め

る建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第 1種特定工作物の新設

（以下「建築行為等」とし、う。）は、令第8条第1項筆2号ロからニまで

に掲げる土地の区域として規則で定める区域以外の区域において行う建

築行為等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1）～（3) ［略］

重ヱ三塁 ［略］



議案第 15 号

枚方市都市公園条例及び枚方市附属機関条例の一部改正について

次のとおり枚方市都市公園条例及び枚方市附属機関条例の一部を改正するにつき、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年（2022年） 6 月 10 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 指定管理者に管理を行わせる公園の範囲を拡大するため。

2 王仁公園への公募設置管理制度の導入に伴い、所要の整備を行うため。



枚方市条例第 号

枚方市都市公園条例及び枚方市附属機関条例の一部を改正する条例

（枚方市都市公園条例の一部改正）

第 1条 枚方市都市公園条例（昭和49年枚方市条例第22号）の一部を次のように改正する。

第 3条ただし書中「第4条第 1項」を「次条第 1項」に改める。

第 5条中「第 6条第 1項又は」を「第 5条第 1項又は法第6条第 1項若しくは」に改める。

第13条を次のように改める。

第13条削 除

第16条第 1項中「別表第 5」を「別表第4」に改め、ただし書を削り、同条第 2項中「、公園

における行為又は有料施設の使用」を「又は公園における行為」に、 「別表第 5」を「別表第

4」に改め、同条第 3項中「使用料」を「前 2項の使用料」に改める。

第23条の 2第 1項中「有料施設（野球場及び会議室を除く。次項及び第 3項本文において同

じ。）、鏡伝池緑地及び香里ケE中央公園のうち市長が定める区域（第6項及び第 7項において

「みどりの広場」とし、う。）」を「王仁公園、香里ケ正中央公園、中の池公園、東部公園及び鏡

伝池緑地」に改め、同条第2項中「有料施設の指定管理者は、」を l指定管理者は、王仁公園、

香里ケ丘中央公園、中の池公園、東部公園及び鏡伝池緑地についての」に改め、問項各号を次の

ように改める。

(1) 公園の設置目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務

(2) 第4条第 1項又は第 2項の許可その他公園の利用に関する業務

(3) 次条から第23条の 5まで（第23条の 3の2を除く。）に規定する利用料金に関する業務

(4) 公園の維持管理に関する業務

第23条の 2第 3項表以外の部分中「有料施設」を「王仁公園、香里ケ正中央公園、中の池公

園、東部公園及び鏡伝池縁地」に改め、同項の表を次のように改める。

第 4条（第 3項 市長 指定管理者

各号を除く。）

第10条第 1項 市 指定管理者

第10条第4項 市長は、特別の理由があると認め 指定管理者は、市長の承認を得て

るときは

第11条及び第 14 市長 指定管理者

条

第15条第 1項 市長は、次の 次の

対して、 対して、指定管理者は、

若しくはその条件を変更し、又は 又はその条件を変更することが、

市長は、

若しくは公園 又は公園



市長は、次の

前項

し、又は

第23条の 2第4項から第 7項までを削る。

第15条第2項 次の

指定管理者は、前項

することが、市長は、

第23条の 3第 1項中「（王仁公園、香里ケ正中央公園及び中の池公園に係るものに限る。）」

を削り、同項に次のただし書を加える。

ただし、会議室を都市における縁地の保全又は緑化の推進に資すると市長が認める活動に使

用する場合は、この限りでない。

第23条の 3第 3項後段を削り、同条第 7項中「（王仁公園、香里ケE中央公園及び中の池公園

に係るものに限る。）」を削り、同条の次に次の 1条を加える。

（利用料金の特例）

第23条の 3の2 第12条第 1項の規定による有料施設の目的外の使用の許可を受けた者は、特に

収益が見込まれるときは、当該収益を勘案して、収益の総額に100分の 5を乗じて得た額及び

別表第 5に掲げる利用料金の上限の額を下回らない範囲内において、市長が定める額の使用料

を納付しなければならない。この場合において、前条第 1項の規定は、適用しない。

2 前項の使用料の算定方法及び徴収方法に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第 1王仁公園の項中

「テニスコート
を

テニスコート るめ改

別表第 5中「（第16条、第23条の 3関係） Jを「（第23条の 3、第23条の 3の2関係）」に、

「使用料」を「手!J用料金の上限j に改め、同表王仁公園の項中

600円
テニスコート 1面 1時間

(1, 200円）

300円
バレーボールコート 1面 1時間

(600円）

を



テニ スコート
司
寸
l
l

田
作

土
寸1

i
 

面
噌

i
600円！ に改める。

(1, 200円） I 

（枚方市附属機関条例の一部改正）

第 2条 枚方市附属機関条例（平成24年枚方市条例第35号）の一部を次のように改正する。

別表 1の表枚方市特別職報酬等審議会の項の次に次のように加える。

枚方市都市 公募対象公園施設の設置及び管理 5人 (1) 学識経験を有する者

公園施設設 を行う事業者の選定に関する審査 以内 (2) 公園の管理運営に関する

置者選定委 専門的知識を有する者

員会 (3) スポーツの振興に関する

専門的知識を有する者

附則

1 この条例は、令和 5年4月 1日から施行する。ただし、第 2条の規定は、公布の日から施行す

る。

2 この条例の施行の目前に、第 1条の規定による改正前の枚方市都市公園条例の規定により行わ

れた許可その他の行為（同日以後における利用に係るものに限る。）は、同条の規定による改正

後の枚方市都市公園条例の規定により行われた許可その他の行為とみなす。



議案第 15 号参考資料

枚方市都市公園条例及び枚方市附属機関条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）新（改正後）

［枚方市都市公園条例関係］［枚方市都市公園条例関係］

（行為の禁止）

第 3条公園においては、次の行為をしてはならない。ただし、法第5条第

1項、法第6条第 1項若しくは第3項又は第4条第 1項若しくは第2項の

（行為の禁止）

第3条公園においては、次の行為をしてはならない。ただし、法第5条第

1項、法第6条第 1項若しくは第3項又は次条第 1項若しくは第2項の許

この限りでない。許可に係るものについては、

(1）～側［略］

この限りでない。可に係るものについては、

(1）～同［略］

（許可の特例）（許可の特例）

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事第 5条 法第5条第 1項又は法第6条第 1項若しくは第 3項の許可を受け

項については、前条第 1項又は第2項の許可を受けることを要しない。た者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第2項の許可を

受けることを要しない。

（許可の期間）

重_U_全法第5条第 1項、法第6条第 1項及び第4条第 1項の規定による許

5年以内で市長が定める。可の塑盟且主

出墜筆旦全

寸守
地
b
A
E

用
L

史
i
q
l
 

（使用料）

第16条法第5条第 1項、法第6条第1項及び第4条第 1項の規定による許第16条 法第 5条第 1項、法第6条第 1項及び第4条第 1項の規定による許

可を受けた者（以下「使用者Jl'. I;、う。）は、別表第2から盟屋盈互まで

に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、会議室を都市に

おける結地の保全又は緑化の推進に資すると市長が認める活動に使用す

可を受けた者（以下「使用者Jl'. I;、う。）は、別表第2から旦昼室生まで

に定める額の使用料を納付しなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

る場合は、この限りでない。

2 市長は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用文は公園における行 2 市長は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、公園における行為

益につき、特に収益が見込まれる場合においては、別表第2から別表第4 又は有料施設の使用につき、特に収益が見込まれる場合においては、別表

までの規定にかかわらず、当該収益を勘案して、収益の総額に100分の 5 第2から別表第5までの規定にかかわらず、当該収益を勘案して、収益の

を乗じて得た額及び前項の使用料の額を下回らない範囲内において、使用 総額に100分の 5を乗じて得た額及び前項の使用料の額を下回らない範囲

料の額を定めることができる。 内において、使用料の額を定めることができる。

3 前2項の使用料の算定方法及び徴収方法に関し必要な事項は、市長が定 3 使用料の算定方法及び徴収方法に関し必要な事項は、市長が定める。

める。

（指定管理者による管理等） （指定管理者による管理等）

第23条の 2 王仁公園通香里ケ丘中央公園、中の池公園、東部公園及び鏡伝 第23条の 2 有野施設（野球場及び会議室を除く。次項及び第3項本文にお
。。

池緑地の管理は、法人その他の団体で、あって、地方自治法（昭和22年法律 いて同じ。）、鏡伝池緑地及び香里ケ丘中央公園のうち市長が定める区域

第67号）第244条の 2第3項の規定に基づき本市が指定するもの（以下「指 （第6項及び第7項において「みどりの広場」という。）の管理は、法人

定管理者」としづ。）に行わせるものとする。 その他の団体であって、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の 2

第3項の規定に基づき本市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせるものとする。

2 指定管理者は、王仁公園通香里ケ丘中央公園ミ中の池公園、東部公園及 2 有料施設の指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

び鏡伝池緑地についての次に掲げる業務を行うものとする。

ill公園の設置目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務 ill第4条第1項に規定する許可（同項第4号に係るものに限るQ）その

~第4条第 1 項文は第 2項の許可その他公園の利用に関する業務 他有料施設の使用に関する業務

{fil 次条から第23条の5まで（第23条の 3の2を除く。）に規定する利用 ~次条から第23条の 5 までに規定する利用料金に関する業務

料金に関する業務 国有料施設の維持管理に関する業務

回公園の維持管理に関する業務



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

3 王仁公園、香里ケE中央公園、中の池公園、東部公園及び鏡伝池緑地の 3 有料施設の管理についての次の表の左欄に掲げる規定の適用について

管理についての次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規 は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす げる宇句とする。

る。

第4条（第3 市長 指定管理者 第4条（第 3 市長 指定管理者

項各号を除 項各号を除

く。） く。）

第10条第 1項 市 指定管理者 第10条第4項 市長は、特別の理由があ 指定管理者は、市長の承

第10条第4項 市長は、特別の理由があ 指定管理者は、市長の承 ると認めるときは 認を千尋て

ると認めるときは 認を得て 第11条 市長 指定管理者

第11条及び第 市長 指定管理者 第14条 市長 指定管理者

14条 公園 有料施設

第15条第 1項 市長は、次の 次の 第15条第 1項 市長は、次の 次の

対して、 対して、指定管理者は、 対して、 対して、指定管理者は、

若しくはその条件を変更 又はその条件を変更する 若しくはその条件を変更 又はその条件を変更する

し、又は ことが、市長は、 し、又は行為若しくは工 ことが、市長は、行為の

若しくは公園 又は公園 事の中止、原状回復若し 中止又は原状回復

第15条第2項 市長は、次の 次の
くは公園からの退去

前項 指定管理者は、前項
第15条第2項 市長は、次の 次の

し、又は することが、市長は、
前項 指定管理者は、前項

し、又は することが、市長は、

公園 有料施設

利用 使用



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

4 鏡伝池緑地の指定管理者はョ次に掲げる業務を行うものとする。

ill鏡｛云池緑地の設置目的を達成するために必要な事業の実施に関する

業蓋

~第4条第 1 項に規定する許可その他鏡伝池緑地の利用に関する業務

ifil鏡伝池緑地の維持管理に関する業務

5 鏡伝池緑地の管理についての次の表の左欄に掲げる規定の適用につい

てはョこれらの規定中岡表の中欄に掲げる字句はミそれぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。

第4条（第3 市長 指定管理者

項各号を除

く。）
N)  

第10条第4項 市長は、特別の理由があ 指定管理者は、市長の承

ると認めるときは 認を得て

第14条 市長 指定管理者

第15条第1項 市長は、次の 次の

対して、 対して、指定管理者は、

若しくはその条件を変更 又はその条件を変更する

し、又は ことが、市長は、

若しくは公園 文は公園

第15条第2項 市長は、次の 次の

前項に規定する処分を 指定管理者は、前項に規

し、文は 定する処分をすること

が、市長は、

6 みどりの広場の指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

ill 第4条第1項（第4号に係る部分を除く。）に規定する許可その他み

どりの広場の利用に関する業務

iZ1 みどりの広場の維持管理に関する業務

7 みどりの広場の管理についての次の表の左欄に掲げる規定の適用につ

いてはョこれらの規定中間表の中欄に掲げる字句はョそれぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

第4条（第3 市長 指定管理者

項各号を除

く。）

第14条 市長 指定管理者
r、コ

第15条第1項 市長は、次の 次の

対して、 対して、指定管理者は、

若しくはその条件を変更 又はその条件を変更する

し、又は ことが、市長は、

若しくは公園 又は公園

第15条第2項 市長は、次の 次の

前項に規定する処分を 指定管理者は、前項に規

し、又は 定する処分をすること

が、市長は、

（利用料金） （利用料金）

第23条の 3 第4条第1項の規定により有料施設の使用許可を受けた者は、 第23条の3 第4条第1項の規定により有料施設（王仁公園、香里ケ丘中央

規則で定めるところにより、指定管理者に有料施設の使用に係る料金（以 公園及び中の池公園に係るものに限る。）の使用許可を受けた者は、規則

下「利用料金」という。）を支払わなければならない。ただし、会議室を で定めるところにより、指定管理者に有料施設の使用に係る料金（以下「利



も屯
Nl 

新（改正後）

都市における緑地の保全文は緑化の推進に資すると市長が認める活動に

使用する場合はミこの限りでない。

2 ［略］

3 利用料金の額は、別表第5に定める金額を超えない範囲内で指定管理者

が定めるものとする。

4～6 ［略］

7 有料施設の使用については、第16条の規定は、適用しない。

（利用料金の特例）

第23条の 3の2 第12条第 1項の規定による有野施設の目的外の使用の許

可を受けた者は、特に収益が見込まれるときはョ当該収益を勘案してミ収

益の総額に100分の 5を乗じて得た額及び別表第5に掲げる利用料金の上

限の額を下回らない範囲内において通市長が定める額の使用料を納付しな

ければならない。この場合において、前条第1項の規定はミ適用しない。

_g_ 前項の使用料の算定方法及び徴収方法に関し必要な事項は当市長が定め

豆iー

別表第1 （第10条関係）

有料施設

公 園 名
有料施設の種類

施 設 附属設備

王仁公園 ［略］ ［略］

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

用料金Jという。）を支払わなければならない。

2 ［略］

3 利用料金の額は、別表第5に定める金額を超えない範囲内で指定管理者

が定めるものとする。この場合においてミ同表中「使用料」とあるのは、

「利用料金の上限」とする。

4～6 ［略］

7 有料施設（王仁公園通香里ケ丘中央公園及び中の池公園に係るものに限

ゑ♀Lの使用については、第16条の規定は、適用しない。

別表第 1 （第10条関係）

有料施設

有料施設の種類
公 園 名

施 設 附属設備

王仁公園 ［略］ ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

［略］ ［略］

テニスコート テニスコート

バレーボールコート

［略］ ［略］

---- v v ’v 、J 、J 、，／ v ....，，、＇ v 、J 、，／....，，....，，、， ＇ノ＼ノ＼／＼／＼ノ....，， ....，，....，，....，，....，，....，，....，，、，／ v ....，，、》r、》f 、J 、J 、v，、》r 、.／ VVVVVV、，／ v v v v 、J vv  vv  ＼／＼／／＼  ＼／＼／  v v -v'-/' />. v "V ＼／＼／＼／＼／＼／＼／  ＼／＼／＼／＼／＼／  

鏡 伝池緑地 ［略］｜ 鏡伝池緑地 ｜ ［略］ ｜ ｜ 

別表第5 （第23条の丸第23条の 3の2関係） 別表第5 （第16条主第23条の 3関係）

有料施設を使用する場合の利用料金の上限 有料施設を使用する場合の使用料

1 施設 1 施設
N)  

区 分 単位 金額 区 分 単位 金額

［略］ ［略］ ［略］ ［略］
［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］
［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］
［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］
王仁公園 ［略］ 王仁公園 ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］
［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

テニスコート 1面 1時間 600円 テニスコート 1面 1時間 600円



N)  

直通・

新（改正後）

(1,200円）

［略］ ［略］ ［略］

民ム池緑地｜ ［略］ ［略］ ［略］

備考 ［略］

［枚方市附属機関条例関係］

別表（第 1条、第2条関係）

1 市長の附属機関

｜名称｜担桂事務｜宥｜定数
委員の構成

枚方市特 ［略］ ［略］ ［略］

別職報酬

等審議会

枚方市都 公募対象公園施設 5人 ill学識経験を有する者

市公園施 の設置及び管理を 以内 ~公園の管理運営に関する専

設設置者 行う事業者の選定 門的知識を有する者

選定委員 に関する審査 IB1 スポーツの振興に関する専

τZ民>.. 門的知識を有する者

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）

(1, 200円）

バレーボールコート 1面 1時間
並立旦

(600円）

［略］ ［略］ ［略］

v ' ' 

i鏡伝池緑地｜ ［略］ ［略］

備考 ［略］

［枚方市附属機関条例関係］

別表（第 1条、第2条関係）

称 担 任事務 委員の構成 ｜叫
~、r

へ／

枚方市特 ［略］ ［略］ ［略］

別職報酬

等審議会



主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）新（改正後）

しんふ上一一二二ニヱ二ユ二二二二::vv…いいよ……｜L~L；；二……ょんいよ＇VVVVVVVV'v'VVVVVVVVVVVよ……｜
vvvvvvvvvvvvvvvγvvvvvv  V V V V ' y～〉〉〉〉VVVVVVV'(VVVVVVVVVVVVV  vvvvvvvvyvvvvvv  

［略］［略］［略］枚方市老

人ホーム

入所判定

［略］［略］［略］枚方市老

人ホーム

入所判定

審査会審査会

ーロ日｜



議案第 16 号

枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について

次のとおり枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 4 年（2022年） 6 月 10 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 サンプラザ、3号館前機械式自転車駐車場及び新町 1丁目機械式自転車駐車場への指定管

理者制度の導入に伴い、所要の整備を行うため。

n
h
U
 

ワムーよ



枚方市条例第 号

枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例

枚方市自転車等の放置防止に関する条例（昭和61年枚方市条例第30号）の一部を次のように改正

する。

第13条第 1項中「第11条」の次に「（第18条第 2項において準ずるものとされる場合を含

む。）」を加える。

第18条を第四条とし、第17条を第18条とし、第16条を第17条とし、第15条の次に次の 1条を加え

る。

（指定管理者による管理等）

第16条 次に掲げる機械式駐車場の管理は、法人その他の団体であって、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の 2第 3項の規定に基づき本市が指定するもの（以下「指定管理者Jとい

う。）に行わせるものとする。

(1) サンプラザ3号館前機械式自転車駐車場

(2) 新町1丁目機械式自転車駐車場

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次に掲げる事業の実施に関する業務

イ 前項各号に掲げる機械式駐車場を自転車等の駐車の用に供すること。

ロ 自転車等の安全利用に関する情報の収集及び提供を行うこと。

ハ 自転車等の放置防止の啓発を行うこと。

(2) 第18条第2項の規定による自転車等の撤去に関する業務

(3) 前項各号に掲げる機械式駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

3 第 1項各号に掲げる機械式駐車場の管理についての次の表の左欄に掲げる規定の適用について

は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第四条第 2項において準ずるもの 市長 指定管理者

とされる第11条第 1項
あらかじめ 市長が

第18条第 2項において準ずるもの 市長 指定管理者

とされる第12条第1項及び第2項

第四条第2項 市 指定管理者

別表第2中「（第16条関係）」を「（第17条関係）」に改める。

附則

この条例は、令和 5年4月 1日から施行する。

n
L
 



議案第 16 号参考資料

枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（費用の徴収） （費用の徴収）

第13条 市長は、第11条（第18条第2項において準ずるものとされる場合 第13条 市長は、第11条の規定に基づき自転車等を移送し、保管したとき

を含む。）の規定に基づき自転車等を移送し、保管したときは、それに要 は、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することがで

した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。 きる。

2 ［略］ 2 ［略］

（指定管理者による管理等）

第16条 次に掲げる機械式駐車場の管理は、法人その他の団体であって、

E、コ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の 2第3項の規定に基づき本

市が指定するもの（以下「指定管理者jとしづ。）に行わせるものとする。

ill サンプラザ3号館前機械式自転車駐車場

{2l 新町1丁目機械式自転車駐車場

三指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

ill 次に掲げる事業の実施に関する業務

イ 前項各号に掲げる機械式駐車場を自転車等の駐車の用に供するこ

と。

旦 自転車等の安全利用に関する情報の収集及び提供を行うこと。

ハ 自転車等の放置防止の啓発を行うこと。

{2l 第18条第2項の規定による自転車等の撤去に関する業務

IBl前項各号に掲げる機械式駐車場の施設及び設備の維持管理に関する

茎蓋



E、コ

新（改正後）

3 第 1項各号に掲げる機械式駐車場の管理についての次の表の左欄に掲

げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするの

第四条第 2項におい

て準ずるものとされ

る第11条第1項

第18条第 2項におい

て準ずるものとされ

る第12条第 1項及び

第 2項

第18条第2項

重立金

重盟全

第19条

［略］

［略］

［略］

別表第2 （第17条関係）

表［略］

市長 指定管理者

あらかじめ 市長が

市長 指定管理者

市 指定管理者

皇］皇室

重立金

重望室

［略］

［略］

［略］

別表第 2 （第16条関係）

表 ［略］

主要な改正部分の新旧対照表

旧（現行）



議案第 17号

令和4年度東部清掃工場定期補修工事請負契約締結について

次のとおり令和4年度東部清掃工場定期補修工事請負契約を締結するにつき、地方自治法（昭

和 22年法律第67号）第 96条第 1項第 5号の規定により議会の議決を求める

令和4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

1.発注 者

2.受注者

3.契約金額

4. 契約保証金

5. I 事 名

6.施工場所

7. 工 期

8. 契約条項その他

枚方市長伏見 隆

記

枚方市大垣内町2r目1番 20号

枚方市

市長伏見隆

大阪市北区曽根崎2丁目 12番 7号

川崎重工業株式会社関西支社

支社長 河合宗

金 387, 200, 00 0円

契約金額の 10%相当額

令和4年度東部清掃工場定期補修工事

枚方市大字尊延寺 29 4 9番地

本契約締結日から令和 5年 3月 15日まで

契約内容に関しては、枚方市契約規則第 38条に定める事項

を記載した契約による。

η九
U



議案第17号参考資料

随意契約（工事）
執行調書

名称 令和4年度東部清掃工場定期補修工事

受注者名 川崎重工業（株） 関西支社

業務区分 工事

（内契消約費金税額額） エii 387,200,000円 （金 35,200,000円）

工期または期間 自｜本契約締結日 ［至同日 5年叩5日

見積日 令和 4年 5月16日 12日朝分

※（単予位定．価円格） 354,797,000 ※最（単低位制：限円価）格 適用しない

参加業者名
見積i書Hl記回載目金額 見積第書2記r,r載｜目金額 見積第書3記1目載目金額

備 三ZJ 

見

川崎重工業（株） 関西支社
決定

積
352, 000, ooc 

状

況

一

①「契約金額」は、消費税及び地方消費税の額そ含んだ法律上の契約金額です。
（~；「予定価額J 及び「見積丹記載金額」は、消資税及び地方消費税の許nを含まない金額て、すO



工事概 要 重主
巨ヨ

1. 工 事名 令和4年度東部清掃工場定期補修工事

2.施工場所 枚方市大字尊延寺 29 4 9番地

3. 工 期 本契約締結日から令和 5年 3月 15日まで

4. 工事概要 受入供給設備、燃焼設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処

理設備、余熱利用設備、通風設備、灰出し設備、排水処理

設備、雑設備、電気設備及び計装設備の定期補修並びにこ

れに伴う発生材処分

5. 施工理由 東部清掃工場焼却施設長寿命化総合計画の施設保全計画

及び電気事業法等の関連法令に基づき、東部清掃工場焼却

施設の安全かっ安定的な稼働を維持するため、当該施設に

おける設備の定期補修を行うものです。

円。



工事場所位置図

工事件名 令和 4年度東部清掃工場定期補修工事

所在地 枚方市大字尊延寺2949番地

Cl) 

京国辺市

枚方市

亡〉

〆

ιYt 〈主 。
.ti. 

qo 



議案第 18号

枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）請負契約締結について

次のとおり枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）請負契約を締結するにつき、

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第96条第 1項第5号の規定により議会の議決を求める。

令和4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚方市長伏見 隆

記

1.発注者 枚方市大垣内町2丁目 1番 20号

枚方市

市長伏見隆

2.受注者 寝屋川市大成町 1番 1号

前田組・浦辺設計共同企業体

代表者株式会社前日組

代表取締役前田浩輝

3.契約金額 金 3,385, 800, 00 0円

4. 契約保証金 契約金額の 10%相当額

5.工 事 名 枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）

6.施工場所 枚方市御殻山南町2番 2号

7. 工 期 本契約締結日から令和8年 7月 15日まで

8. 契約条項その他 契約内容に関しては、枚方市契約規則j第 38条に定める事項

を記載した契約による。

4
4
 



議案第 18号参考資料

総合評価一般競争入札
執行調書

名称 枚方市立禁野小学校整備事業 c没計・施工一括発注）

落札者名 前田組・浦辺設計共同企業体

業務区分 コンサルタント・工事

（内契消約費金税額額〉 金 3,385,800,000円 （金 307,800,000円）

工期または期間 白｜本契約締結日 ｜司令和 8年川日
「

公告日 令和 4年 2月 1日 入札日 令和 4年 4月14日 10時0分

※（単予位定：価円格） 3,245,227,000 ※調査基準価g)格 2,941,217,000 （単位：円

参加業者名
入札第書1記111載l目金額

総合評価点 総合評価点 f蒲 考

内訳

前田組・浦辺設計共同企業体 74 
価格評価点 32 落札

入 3，口78,ono, ooo 
技術評価点 42 

キL青木あすなろ建設・共同設計共同企業体 3, rno,ono,ooo 価格評価点 27 
61 

技術評価点 34 

j犬
栗本・小河共同企業体 3, 659, coo，日日J
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工事概要 主主
Eヨ

1. 工 事名 枚方市立禁里子小学校整備事業（設計・施工一括発注）

2. 施工場所 枚方市御殿山南町2番 2号

3. 工 期 本契約締結日から令和 8年 7月 15日まで

4. 工事概要 禁里子小学校新設工事（延べ床面積：約 8,000 rrl) 

上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設

備工事一式

高陵小学校解体工事（延べ床面積： 6,166 rrl) 

上記に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設

備工事一式

禁里子；J、学校設計業務

上記に伴う建築工事、電気設備工事、機械設備工事にお

ける基本設計及び実施設計

5. 施工理由 高陵小学校と中宮北小学校を統合して開校した禁野小学

校について、特色ある教育の取組みを実現するため、新校

舎建設を設計施工一括方式により行うものです。



施行圃工事場所位置図

件 名 枚方市立禁野小学校整備事業（設計・施工一括発注）

枚方市御殿山南町 2番 2号

η九
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議案第 19号

長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その 2）請負変更契約締結について

次のとおり長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その 2）詰負変更契約を締結するにつき、

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第 1項第 5号の規定により議会の議決を

求める。

令和4年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚方市長伏見 隆

記

l. 発 注 者 枚方市大垣内町2丁目 1番 20号

枚方市

巾 長 伏見 R杢

2. 受 注 者 枚方市中宮西之町4番 22号

アーステック株式会社

代表取締役 河本哲久

3. 工 事 名 長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その 2)

4.施工場所 枚｝f市杉北町1丁目及び杉責谷1丁目 地内

i 変 吏 内 容

契約金額

変 吏前 戸工~ 466, 859, 80 0円

変‘ 更後 金 5 2 8, 6 1 0, 5 0 0円



議案第 19号参考資料

工事概要書 （変更）

1. 工事名 長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その 2)

2. 施工場所 枚方市杉北町 1丁目及び杉責谷 1丁目 地内

3. 契約金額

変更前｜ 人豆乙， 466, 859, 80 0円

変更後 f斗＼ム 528, 610, 50 0円

増 額 人斗ム 61, 750, 70 0円

4. 工 期 令和 3年 6月 25日から令和4年 9月 30日まで

5. 工事概要 道路土工一式、法面工一式、擁壁工一式、排水構造物工一

式、縁石工一式、防護柵工一式、舗装工一式、道路付属施設

工一式、付帯工一式、護岸工一式、カルパート工一式、農水

付属施設工一式、構造物撤去王一式、仮設工→式

施工延長 L=738m 

6. 変更理由 渇水期内に水路工事を完了するための仮設排水管の増設、

擁壁工事の施工時期の変更に伴い必要となった擁壁工事へ

の流用予定の掘削土の仮置場の設置、着工後に確認された

想定外の土質に対応した鏑矢板打設工法の変更、工事区間を

横断する歩行者及び車両の安全性確保のための迂回路の設

置が必要となったことから、契約金額を変更するものです。

η九
U



工事場所位置図

工事性名－~ 長R杉線（杉工区〉道路整備工事（その22

枚方市杉北町1丁目及び杉責谷1了目地内

A
A
1
 



議案第 20号

公平委員会委員、の選任の同意について

次の二百を本市公平委員会委片に選任したいので、地方公務員法（昭和 25年法律第26 1号〉

第 9条の 2第2項の規定により議会の同意を求める。

令和4年（ 2 0 2 2年） 6)1101］提出

枚方rij長伏見降

言己

I，同意を求める者

住 j明

氏名

年月 13生

1
i
 

a
4
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議案第 21号

人権擁護委員候補者の推薦につき立見合求めることにつし1て

次の者を木市人権推護委員候補者正して推薦したいので、人権擁護委員法（町平日 24年法律第

1 3 9号）第 6条沼 3項の規定により議会の意見を求める。

令平｜｜斗年（ 2 0 2 2年） 6月 10日提出

枚か市長伏見 ｜窪

言己

1 .意見を求める者

｛上所

氏名

年 月 員生

つれ】A斗晶



発行年月 令和4年（2022年）6月

発 行枚方市
大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号

編 集 総合政策部財政課
TEL 072-84ト1221（代表）

072-841-1311（直通）


	空白ページ
	空白ページ


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     範囲: 全てのページ
     フォント: Times-Roman 14.0 ポイント
     オリジナル: 中央下
     オフセット: 横方向 0.00 ポイント, 縦方向 41.67 ポイント
     前置文字列: _ 
     後置文字列:     _
     レジストレーションカラーを使用: いいえ
      

        
     1
     1
         _
     BC
     _ 
     1
     136
     TR
     1
     1
     845
     277
    
     0
     1
     14.0000
            
                
         Both
         11
         AllDoc
         11
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     41.6693
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

        
     43
     44
     43
     44
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





